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第 章

アジアにおける市場経済化と競争法

はじ

アジア

実にみら

ようにな

め

諸

れ

っ

に

国に

たが

た。

競争法が

ている諸

導入さ

国にお

おいて競争

，特に

これは，計

れたことに

いても，経

法を導入

年代に入

画経済か

よるとこ

済のグロ

しあ

って

ら市

るい

から

場経

ろが大き

ーバル化

は強化する

は，その動

済へ移行を

いが，従来

の進展に伴

動きは，

きが顕著

はかる諸

から市場

い，競争

以

に

国

前から

みられ

におい

経済をと

環境を整

着

る

て

っ

備

するため

いること

メカニズ

しかし

させるた

，

に

ム

，

め

競争

よる

をで

その

の産

ねる状況

妨げる要

にはな

因とし

法を導入し

。両者に共

きるかぎり

一方では，

業育成等の

っていない

て，財閥に

あるいは

通するの

機能させ

これら諸

政策がと

強化

は，

よう

国に

られ

する

公正

とす

おい

，経

。また，

みられる

これら諸

大規模企

ことが重要

かつ自由な

る動きであ

ては，多く

済を十分に

国において

業集団が存

な政策課

競争を促

るといえ

の場合，

市場メカ

題

進

る

経

ニ

となっ

し，市

。

済を成

ズムに

は，市場

在したり

での競争

，計画経

て

場

長

委

を

済

から市場

政やそれ

適切に運

然，これ

競争法と

経

と

営

ら

は

済へ

密接

する

諸国

異な

移行をはか

な関係をも

ための諸法

の競争法の

るものにし

る諸国に

つ官営企

制の整備

あり方に

ている。

あっ

業が

も

影響

これ

ては

存在

不十

を与

ら諸

競争制限的

する。それ

分である。

え，その形

国の競争法

に市場に

に，市場

こうした

態や内容

において

介

シ

状況

を

は

入する

ステム

は，

先進国

，先進

行

を

当

の

国



では競争

為を規制

法以外

してい

の法律で規制してい

たり，あるいは，事

る行為を

業者の事

規制したり，行政の

業活動を過度に規制

競争制限

している

行

の

である。

本章で

国別に紹

か，また

は

介

，

，ま

し，

その

アジア

ず，アジア諸国の競

その後に，アジア諸

課題は何かを考察す

争法

国の

るこ

を概

競争

とと

諸国の競争法の概観

観するとともに，そ

法にはどのような特
（ ）したい 。

の

徴

内容を

がある

各

の

．競

アジア

在 カ国

争

に

で

法の

おい

ある

南アジア

次に，

カ国

競争法

制定状況

て競争法を有してい
（ ）。地域別の内訳は

および旧ソ連諸国

の導入時期を年代順

る国

，東

は，

アジ

カ国とな

にみると

日本を除くと，表

ア カ国，東南ア

っている。

，まず， 年にフ

の

ジア

とおり

カ

ィリピン

現

国，

で

導入され

たので，

年の日本

での導入

き， 年

て

ア

で

の

に

いる

ジア

の導

後は

韓国

る。しか

るために

し，こ

事業者

。しかし，フィリピ

諸国おいて競争法が

入を除けば， 年の

年にパキスタンに

， 年にタイ， 年

ンの

実質

イン

お

に

競争

的に

ドで

いて

スリ

の 年前後から 年

の事業活動に過度に

代に導入

介入する

法はほとんど機能し

導入されたといえる

の導入からである。

競争法が導入される

ランカで競争法が導

された競争法は，財

規定を含んでいたり

て

の

こ

。そ

入さ

こなか

は，

のイン

れに

れて

閥を規制

，あるい

っ

ド

続

い

す

は

価格統制

年

への移行

された後

ア諸国

規

代

に

，

（カ

定を

にな

より

年

ザフス

含むものであった。

ると，経済のグロー

，競争法を導入する

に中国およびモンゴ

タン，アゼルバイジ

バル

国が

ル，

ャン

化の

増大

年

，ト

進展や社会主義諸国

し， 年に台湾で競

から 年にかけて旧

ルクメニスタン，キル

の

争

ソ

ギ

市場経

法が導

連のア

ス，

済

入

ジ

グル



第 章 アジアにおける市場経済化と競争法

表１　アジア諸国における競争法の制定・改正の状況と競争当局�

法律名（制定・改定年） 競争当局 

〔東アジア地域〕 
�韓　　　国 
 
 
 
 
 
�台　　　湾 
 
�中　　　国 
 
 
 
 
�モンゴル  

（出所）筆者作成。 

 
�独占規制及び公正取引に関する法律� 
（1980年制定，86年，90年，92年，94年，96年，
98年及び99年（99年は２月及び12月の２回）改正。
旧法�物価安定及び公正取引に関する法律�は75
年に制定） 
 
�公正取引法�（1991年制定） 
 
�反不正当競争防止法�（1993年制定） 
�価格法�（1998年制定） 
 
 
 
�不当競争禁止法�（1993年制定） 

 
公正取引委員会 
 
 
 
 
 
公正取引委員会 
 
国家工商行政管 
理局（価格法は 
国家発展計画委 
員会等） 
 
国家開発庁 

〔東南アジア地域〕 
�フィリピン 
 
 
 
�タ　　　イ 
 
 
�インドネシア 

 
�独占及び結合に関する法律�（1925年制定。た
だし，57年に実体規定部分が刑法第186条に移され、
手続き規定のみが残存） 
 
�取引競争法�（1999年制定，旧法�価格統制及
び独占禁止法�は，79年制定） 
 
�独占及び不公正競争禁止法�（1999年制定） 

 
司法省 
 
 
 
取引競争委員会 
 
 
事業競争監視委員
会 

〔南アジア地域〕 
�イ　ン　ド 
 
 
	パキスタン 
 
 

スリランカ 

 
�独占及び制限的取引慣行法�（1969年制定，82
年，84年，86年，88年及び91年改正） 
 
�独占及び制限的取引慣行（管理及び阻止）令�
（1970年制定，80年及び82年改正） 
 
�公正取引委員会法�（1987年制定，90年及び93
年改正） 

 
独占及び制限的取
引慣行委員会 
 
独占管理庁 
 
 
公正取引委員会 

〔旧ソ連諸国〕 
�カザフスタン 
 
 
 
�アゼルバイジャン 
 
 
 
トルクメニスタン 
 
 
�キ ル ギ ス  
 
 
�グ ル シ ア  
 
 
�ウズベキスタン 

 
�競争の発展と独占的活動の制限に関する法律�
（1991年制定） 
�不公正競争法�（1998年制定） 
 
�反独占行為に関する法律�（1993年制定） 
�不正競争法�（1995年制定） 
 
 
�事業活動に関するトルクメニスタンの法律� 
（1993年制定） 
 
�独占活動の制限並びに競争の発展及び保護に関
する法律�（1994年制定） 
 
�独占行動と競争に関するグルジア法�（1996年
制定） 
 
�商品市場の競争及び独占活動の制限に関する法
律�（1996年制定） 

 
自然独占規制・競
争保護及び中小企
業支援庁 
 
反独占及び企業家
支援に関する国家
委員会 
 
反独占活動委員会 
 
 
キルギス反独占局 
 
 
グルジア反独占局 
 
 
ウズベキスタン反
独占・競争促進委
員会 



ジアおよ

ネシアで

びウズベ

競争法

キスタン）で競争法

が導入されている。

が導入さ

このよう

れた。最近では，

に 年代において競

年にイン

争法を導

ド

入

する国が

らの国に

また，

新法の制

例えば，

増

求

定

イ

大し

める

年

が行

ンド

度に介入

年に価格

してい

統制と

た背景には，先進国

動きがあったことに

前後から 年代に競

われ，前述の統制的

では，大企業の事業

や国

留意

争法

，介

拡大

際機

する

を導

入的

等を

た経済力集中規制が

競争法的規制を接合

年に廃

した 物

関が競争法を導入す

必要がある。

入した国では，法改

規定の改廃が進めら

認可制とし，その事

る

正

れ

業

ようこ

あるい

ている

活動に

止された。また，韓

価安定及び公正取引

国では，

に関する

れ

は

。

過

法

律 が廃

独占規

年の法

年および

法のいっ

止

制及

改

そ

され

び公

正に

年の

うの

格統制と

され，そ

独占禁

れに代

，新たに競争法的規

正取引に関する法律

より企業集団規制が

度重なる法改正によ

整備・充実と強化が

制

導入

って

はか

のみ

が制

され

，企

られ

止の二つの部分から

えて 取引競争法

なる 価

が新たに

からなる純然たる競

定された。その後，

， 年， 年， 年

業集団規制をはじめ

た。また，タイでも

争法

韓国

，

と

，

であ

では

年，

する競

年に

格統制及び独占禁止

制定され，競争法の

法 が廃

整備・充

る

，

争

価

止

実

がはから

以上を

改正が活

いている

かで，ア

れ

総

発

。

ジ

てい

じて

化し

特に

ア太

て 競争

則は，

と規制

競争過程

る。

みると，アジアにお

，それ以降，競争政

， 年代に入ってそ

平洋経済協力機構

いて

策を

れが

（

は，

強化

いっ

）

改革を促進するため

を保護すること及び

の

自由か

年前後から競争

しようという流れが

そう顕著である。こ

は， 年 月の閣僚

法

一

の

会議

の制定

貫して

ような

にお

原則 を採択して

つ公正な競争のため

いる。同

の環境を

・

続

な

い

原

創

造し，維

争政策を

おける…

の競争政

アジア諸

持

実

…

策

国

する

施す

専門

の推

にお

とし，その達成の

ることにより，反競

的技術の形成 ， 競

進を求めている。こ

ける競争法の整備は

ため

争的

争当

の

，さ

に，

行為

局…

らに

競争過程を保護す

に対処すること ，

…に対する適切な資

における原則の採

進展するとみられ，実

るた

競

源

択に

際

めの

争当局

配分

より

，マレ

競

に

等

，

ー



シアやベトナムでは，競争法を導入

第 章 アジアにおける

しようとする具体的

市場経済化と

な動きが

競争法

みられる。

．ア

アジア

込める産

ことが多

ジ

諸

業

く

ア諸国の経済と

国においては，

に重点的に配分

，経済を十分に

し，その

場の未確

一方で，従来から

立，国内市場の狭

競争法の

経済発展

する観点

市場メカ

関係

をは

から

ニズ

かるため，限ら

政府による市場

ムに委ねている

市場経済

小性等に

体制をとってきた国

起因して，財閥にみ

れた資源

への介入

状況には

を

が

な

成長の見

行われる

い。しか

において

られるよ

は，資本市

うな企業集

団や特定

制しなが

な政策課

られるな

に，それ

の

ら

題

か

へ

大企業に経済力

，いかに公正な

となっている。

で，その経営資

の経済力の集中

は，経済

ざるをえ

発展と競争促進の

ない。政府にあっ

が集中し

競争を促

つまり，

源を利用

を抑制し

た状

進し

それ

し

，そ

態がみられ，こ

，健全な経済発

は，一部の者へ

ながら経済発展

の弊害を防止す

双方の観

ては，市

点からの厳しい政策

場経済への介入を行

の経済力

展をはか

の経済力

をはかり

ることで

の

る

の

つつ

あ

集中を抑

かが重要

集中がみ

，同時

り，それ

的せめぎ

いつつも

あいになら

，市場メカ

ニズムを

妙な政策

また，

は，民間

業が存在

損

運

中

企

し

なう事業活動へ

営が求められて

央計画経済から

業の事業活動の

，市場自体が競

と関係の

ることが

深い行政が権益を

，市場メカニズム

の過度の

いるとい

市場経済

展開が十

争的な状

介入

える

への

分で

態に

を避け，競争促

。

円滑な移行をは

なく，独占的な

なっていない。

守るため

の機能を

に企業の事業活動に

妨げる要因になって

進をはか

かろうと

地位にあ

その上，

る

す

る

官

という微

る諸国で

官営系企

営系企業

競争制限

いる。こ

的に介入す

れらの諸国

において

とそれと

市場を競

いえる。

当然，

も

関

争

以

，前者の諸国と

係の深い官営系

的にし，効率的

上のような状況

は直面す

企業に経

かつ健全

は，これ

る経

済力

な経

ら諸

済の状況は異な

が集中している

済を発展させる

国の競争法のあ

ってはい

状態を改

かに苦慮

り方に影

る

め

し

響

が，行政

，いかに

ていると

を与え，



その形態

ている。

や内容

前に指

をアメリカ， 諸国

摘したとおり，先進

，日本

国では競

等の先進国とは異な

争法以外の法律で規

るものに

制してい

し

る

行為を規

を規制し

のとなっ

制

て

て

して

いる

いる

アジア

いたり，事業者の競

のである。次に，ア

か，具体的にみてい

争制

ジア

くこ

限行

諸国

とと

諸国の競争法の内容

為のほかに行政の競

の競争法の内容がど

する。

争

の

制限行

ような

為

も

競争法

国，台湾

る国の競

て不十分

ず，これ

を

お

争

な

ら

有す

よび

法と

過渡

の国

の競争法を紹介

るアジア諸国におい

インドである。また

して比較的よく紹介

的競争法制を 年間

の競争法を紹介する

て，

，計

され

も

こと

比較

画経

るの

経験

とし

することとしたい。

的充実した法制を有

済から市場経済への

が中国であり，さら

した事例としてタイ

，その後に，それら

す

移

に

があ

以

るのは

行をは

，きわ

る。

外の諸

韓

か

め

ま

国

．韓

韓国に

物価安

高価格の

お

定及

指

国

いて

び公

定，

合したも

は，約

のであ

年間運

は， 年にカルテ

正取引に関する法律

緊急需給調整措置等

り，競争法としての

用され， 年には，

ルや

の直

不公

が制

接統

体裁を

独占規

正取引行為の禁止規

定された。しかし，

制に関する規定に前

整えたものではなか

制及び公正取引に関

定

同法

記

を有す

は，

規定を

った。同

する法律

る

最

接

法

（以下，

導の開発

あった。

せ， 年

化の進展

公正

戦

す

代

，

取引

略が

なわ

後半

部門

法 という）が制定

立ち行かなくなり，

ち，それまでの政府

には，インフレの昂

間不均衡の深刻化，

され

政策

主

進，

経

た。

基調

導の

財閥

済の

制定当時は，それま

の転換がはかられて

開発戦略が，市場機

の急成長，市場にお

非能率化等，種々の

で

い

能を

け

問題

の政府

た時期

歪曲

る独寡

が噴

主

で

さ

占

出



し，もは

ざるを得

や，当時は，従来

ない状況にあった

の政策を

のである
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転換し，市場機能を

。このため，インフ

市場経済化と

尊重した

レの抑制

競争法

政策に変え

など，それ

ら問題の

なかで，

が制定さ

開発戦略

制定当

改

競

れ

の

時

善をはかろうと

争を促進し，市

るにいたった。

矛盾に対する対

の公正取引法は

ル，不公

容をもつ

正取引行為等を規

ものであった。し

する各種

場機能を

同法の制

策の一つ

，市場支

の施

円滑

定は

とし

配的

策が 年代に入

に機能させる観

， 年代後半に

て行われたので

地位の濫用行為

制する諸

かし，財

規定を有し，競争法

閥の存在という韓国

って実施

点から，

噴出した

ある。

，企業結

さ

公

政

合

れ，その

正取引法

府主導の

，カルテ

として遜

経済の特

色のない内

殊性を必ず

しも反映

導の開発

りでなく

定当時の

した大規

し

戦

，

公

模

たものではなか

略の産物であり

その存在は，市

正取引法には，

企業集団への経

た。そこ

の禁止，

で， 年に同法

出資総額の制限等

った。財

，韓国経

場競争に

大規模企

済力の集

閥と

済に

とっ

業集

中を

呼ばれる大規模

おいて大きな比

て大きな脅威で

団に焦点を当て

抑制するのに有

の改正が

を内容と

行われ，持株会社の

する企業集団規制

企業集団

重を占め

あった。

た規制が

効な手段

は

て

し

な

を

，政府主

いるばか

かし，制

く，そう

欠いてい

設立禁止

が導入さ

，相互出資

れた。しか

し，大規

それへの

でありつ

に改正さ

ど，企業

模

経

づ

れ

集

企業集団は，韓

済力の集中を抑

けた。公正取引

，出資総額の制

団規制が強化さ

自の法制

（ 年は

度の発展をみた。

月と 月の 回）

国経済に

制するこ

法は，

限の強化

れ，この

おい

とは

年，

，系

分野

て大きな比重を

， 年代に入っ

年， 年およ

列会社間の債務

においては，他

その後も

に改正され

，この企業集団規制

，持株会社の規制

占めてい

ても大き

び 年と

保証の制

国にはみ

た

な

立

限

ら

だけに，

政策課題

てつづけ

の導入な

れない独

は， 年

は，緩和

および 年

されたもの

の，債務

（ 年）

が強化さ

どまらず

度の導入

保

され

れ

，

と

証の制限は強化

（た後，復活

たものとなって

同時に並行して

強化，カルテル

され，出

年 月）

いる。ま

，法改正

，不公正

資

され

た，

を通

取引

総額の制限につ

た。全体として

こうした企業集

じて違反行為全

行為等の禁止規

いてはい

さらに企

団への対

般に対す

定の整備

った

業集

策

る

，

ん廃止

団規制

だけにと

課徴金制

競争当局



の組織の

公正取

強化等

引法に

が進められ，競争法

おける規制は，大別

全体の充

すると，

実・強化がはかられ

市場支配的地位の

ている。

濫用行為規

制， 経

不公正取

ると，同

者又は需

数量，品

済

引

規

要

質

力集

行為

制に

者で

その

位を有す

為として

る事業

，価格

（企業結合規中規制

規制に分かれる。ま

おいて， 市場支配的

あって，単独又は他

他の取引条件を決定

制と

ず，

事

の事

，維

企業

市場

業者

業者

持又

（第 条者としており

の不当な決定・維持

項），

，不当な

集団規制）， カルテ

支配的地位の濫用行

とは，一定の取引

とともに商品又は役

は変更することがで

ル規

為

分野

務

き

制，

規制を

の供

の価格

る市場

この市場支配的事業

販売量の調節，新規

者の濫用

参入の不

み

給

，

地

行

当

な妨害等

年以

は，是正

らすれば

であれば

の

降

命

少

不

行為

年

令

ない

当と

いという

いという

問題が

ことが

が禁止されている

までの間における法

件，是正勧告 件の

水準にある。これに

なるのか，その不当

（第

運

計

は，

性の

条の

用の

件と

どの

基準

あり，その基準が明

ある。

確にでき

）。公正取引法が
（ ）状況 をみると，法

，法的措置件数全体

ような価格の設定や

を設定することがそ

施行

的措

の

数

も

され

置件

件

量の調

そも難

ない以上，本規制の発動も難

た

数

か

節

し

し

次に，

企業集団

ある。企

（第 条

条の

経

を

業

），出

）

済力

株式

集団

資総

等を

億ウ

位まで

ォン以

の企業

集中規制については

所有や債務保証の側

規制は，持株会社の

（第 条）額の制限

内容とするものであ

，通

面か

設

，系

る。

常の

ら規

立の

列会

大規

上の企業集団とされ

集団とされている。

ていたが

この企業

企業結合規制のほか

制しようとする企業

（第 条）禁止 ，相互

社に対する債務保証

模企業集団は，当

に

集

出資

の

初資

，大規

団規制

の禁

制限

産規

，現在は資産規模の

集団に属する会社は

順位が上

，その属

模

が

止

（第

模

位

す

る会社間

％の相

する会社

について

企業集団

で

当

間

も

へ

直接

額を

の債

の経

相互に株式を所有す

超えて他の国内会社

務保証も新規のもの

年 月末までに解消

済力集中に対する対

る

の株

が禁

する

策は

こと

式の

止さ

こと

，こ

が禁止され，自己の

所有が禁止され，ま

れるとともに，既存

とされている。ただ

うした公正取引法に

純資

た

の

し

よ

産額

，その

債務保

，大規

る規制

の

属

証

模

だ



けでは十

策等の公

分でなく，金融機

正取引法以外の対

関の与信

策が併せ

第 章 アジアにおける

規制，相続税等の税

てとられてきた。金

市場経済化と

制対策，

大中政権

競争法

企業公開施

になってか

らは，

や負債比

任の明確

会長室や

いる。

大

率の

化

企画

財閥を中心に財

低減），事業構

（オーナーの代表

調査室の廃止）

カルテ

テルのう

ル規制については

ち 公共の利益に

閥の財務

（造調整

取締役就

等の公正

構造

財閥

任に

取引

（連結財の改善

に属する会社の

よる経営責任の

法以外の対策が

，公正取

反して一

引法の制定当初は，

定の取引分野の競

務諸表の

整理・統

明確化，非

新たに打

公表

合），

公

ち

義務づけ

経営責

式組織の

出されて

登録申請

争を実質

させたカル

的に制限す

る もの

がとられ

カや日本

方式に転

国際カル

を

て

等

換

テ

排除または是正

いた。しかし，

の先進国と同様

された。カルテ

ルのいずれであ

び第 条

た法的措

）。公正取引法が施

置件数は，是正命

し，そう

年の

に，カル

ルは，事

れ，原則

でな

法改

テル

業者

と

いものを登録さ

正以降，登録制

を競争当局が直

間のもの，事業

して禁止される

行された

令 件，

年以降 年まで

是正勧告 件の

せて許容

が廃止さ

接摘発し

者団体に

（第 条，

す

れ

，

よ

第

る登録制

，アメリ

規制する

るもの，

条およ

の間にお

計 件で

いてとられ

あり，多く

の件数が

ルテルが

テル等の

認可件数

基づく認

処

多

適

は

可

理されているが

いことに問題が

用除外カルテル

，これまでわず

カルテルは存在

不公正

い，優越

取引行為の規制に

的地位の濫用，不

，措置の

残る。な

は，競争

かであり

しない。

対象

お，

当局

，

となったカルテ

法制上，不況カ

の認可を得れば

年末現在におい

ついては

当な拘束

，不当な取引拒絶

条件付取引等が禁

ルは，中

ルテル，

実施でき

ては，公

小

合

る

正

企業のカ

理化カル

が，その

取引法に

，不当な

止されて

差別的取扱

お （第り

条），再

行為類型

以降 年

的措置件

（不当表

販売

と

ま

数

示や

価格維持行為に

して禁止されて

での間における

は，是正命令

過大景品に対す

ついては

（第いる

これらの

件，是

る措置件数

，

条

行為

正勧

が

この規制のなか

）。公正取引法

に対する法運用

告 件の計

圧倒的に多い），

に含めず

が制定さ

の状況を

件とき

公正取引

，独

れた

み

わめ

法違

立した

年

ると，法

て多く

反行為



に対する

取引行為

法的措

として

置件数全体の ％を

公正取引法によって

占めてい

規制され

る。なお，不当表示

ていたが， 年 月

は，不公

に特別法

正

と

して 表

ることに

．台

示

な

・広

った

湾

台湾の

年に

競争法

制定さ

告の公正化に関する

。

法律 が

である 公正取引法

（ 年後に施行）れた

（漢字

。同法が

制定され，同法により規制さ

表記は 公平交易法

制定された背景とし

である）

ては，台

れ

は，

湾

経済の急

一方，経

立が求め

した経済

ら公正取

速

済

ら

運

引

な発

の自

れ，

営が

法の

ている。

公正取引法は

展に伴って，従来の

由化，国際化の進展

そうしたなかで，新

必要となったことが

早期制定が望まれて

経済

のな

たな

あ

いた

規制

かで

経済

ると

こと

，独占，カルテル，企業結合

が時代に適合しない

，それに適合した経

規範として，競争秩
（ ）される 。しかし，

も同法制定の大きな

も

済

序

アメ

要

のにな

秩序の

を基礎

リカ

因とな

および不公正競争行為を規制

る

確

と

か

っ

の

対象とし

不公正競

以外の法

独占に

る事業者

て

争

律

関

の

いる

行為

に属

する

市場

特定の市

争を排除

場にお

できる

。同法は，競争法と

の規制のなかには，

する規制も含まれて

規制は，韓国法を範

における濫用行為を

いて，無競争状態に

場合をいう とされ

して

日本

いる

と

禁止

体裁

では

とこ

した

して

あるか，

（第 条

の整ったものとなっ

不正競争防止法等の

ろに特徴がある。
（ ）ものであり ，独占

いる。 独占 とは

又は圧倒的な地位に

項）， 以上の事業

て

独

的状

，

いるが

占禁止

態に

事業者

あって，

者によっ

，

法

あ

が

競

て

そのよう

方法で新

的理由な

台湾にお

こうした

な

規

く

い

企

状態

参入

自己

ては

業の

にある場合も含む

を阻止したり，価格

に有利な取引を強い

，基幹産業の多くが

存在自体を否定する

（同

を不

るこ

官営

こと

項）

当に

とが

独占

は現

。この独占事業者が

決定・維持・変更し

（第禁止されている

企業により占められ

実にそぐわないとこ

，不

た

条

て

ろ

公正

り，合

項

いるが

から，

な

理

）。

，

公



正取引法

戦後の台

では，その弊害を
（ ）湾経済 は，国民

規制しよ

党政府が

第 章 アジアにおける

うとするものである

日本人の資産を接

市場経済化と

とされる

収し，こ

競争

（

法

）。実際，

れを国有化

して官営

企業が国

製糖とい

湾経済の

も，中小

企

内

っ

成

企

業としたことに

生産額の過半を

た基幹部門を押

長を主導したの

業であった。こ

と提携，

め，台湾

下請関係を結ぶこ

経済の高度成長に

始まり，

占め，官

さえ，金

は，こう

れら中小

営企

融も

した

企業

年代には，鉱工

業は鉄道，通信

全面的に支配し

官営企業ではな

が，低賃金労働

とにより

貢献した

，輸出加工産業とし

。官営企業は，経営

業部門に

，電力，

ていた。

く，民間

を土台に

お

石

し

企

，

いて官営

油精製，

かし，台

業，それ

外国資本

て，輸出

面で非効

競争力を高

率なことも

あって，

に，民間

る市場に

力の濫用

もその規

そ

企

お

行

制

の鉱工業生産額

業のそれは ％

いては独占的地

為が当然問題と

の対象となるが

取扱いが

的に公告

な （第 条された

す （第 条 項る

に占める

にまで増

位にある

なる。公

，法公布

割合

加し

こと

正取

後

は， 年には

た。しかし，官

から，競争法制

引法上の取扱い

年間は，法の適

項）。な

）とされ

お， 独占事業者は

ており， 年におい

％にまで

営企業は

上は，そ

としては

用を除外

低

，

の

，

す

下し，逆

その属す

市場支配

官営企業

る特別な

中央主管

て， 市

機関が定期

場の 事業

者が独占

また，独

の時点で

経済力

も，韓国

事

占

存

集

の

業者と認定され

事業者の濫用行

在しない。

中規制について

財閥のようなコ

れない。

国のよう

このため，公正取

な持株会社の禁止

たが，

為として

は，台湾

ングロマ

年

法的

では

リッ

時点においても

措置がとられた

官営企業のよう

ト型の経済力の

引法には

や株式の

，通常の企業結合規

相互保有の規制等の

その変更

事例は，

な独占企

集中は必

がな

業

ず

（ ）い 。

年末まで

はあって

しもみら

制はある

企業集団

ものの，韓

規制は存在

しない。

を届出さ

より大き

できるよ

次に，

企

せ

い

う

カ

業結合規制は，

，企業結合によ

ときには，競争

（になっている

ルテルについて

市場占拠

る経済全

当局であ

第 条）。

は，原則

率が

体に

る公

禁止

分の に達す

与える利益が競

正取引委員会が

とされているが

る場合等

争制限に

当該企業

，不況カ

に

よ

結

ル

企業結合

る不利益

合を許可

テル，合



理化カル

寄与し，

テル，

公正取

輸出入カルテル等に

引委員会が認可した

該当する

ものは適

もので国民経済と公

用除外を受けられる

共の利益

（第

に

条）。

法運用の

テルに対

カルテル

な状況に

正競争行

状

す

は

あ

為

況を

る法

年

り，

の規

不公正

法の規制

競争行

に属す

みると，法施行以降

的措置件数は 件で
（末現在 件である

公正取引法の法運用

制におかれている。

あり
）。

の重

年ま

，一

カル

点は

為の規制については

るものと不正競争防

，日本で

止法や訪

での 年間において

方，適用除外を受け

テル規制に関する法

，次にみるように圧

，

て

運用

倒

違法カ

いる認

は低

的に不

は独占禁止法の不公

問販売法等の規制に

正な取引

属するも

ル

可

調

公

方

の

がある。

正競争の

導等によ

制等）の

ては，他

前

阻

る競

禁止

の

者に

害行

争者

（第

商品

の信用を

条）お

害する

よび欺

ついては，商品の再

（取引拒絶，差別取為

の顧客の奪取，価格

条）および不当表

・サービスと誤認さ

販

扱い

競争

示

せ

売価

，拘

の抑

の禁止

る行

虚偽情報の流布の禁

瞞的又は明白な不公

止（第

正な行為

（格維持行為の禁止

束条件付取引並びに

制，カルテル行為等へ

（第 条）がある。

（第 条）為の禁止 ，

第

脅迫

の

後

他の

条），

・利

参加

者につ

事業

条），マルチ取次販売

（第 条）の禁止 が

の禁止

ある。こ

公

益誘

の強

い

者

（第

れ

らの法運

て，前者

不当表示

は，他の

虚偽情報

用

の

商

の

の状

関係

件の

品・

流布

件の

と，

計 件

件の法

況についてみると，

では，再販売価格維

計 件に対して法

サービスと誤認させ

件，マルチ取次販

法

持行

的

る行

売

施行

為

措置

為

件，

に対して法的措置が
（的措置件数となり

とられ
），これ

以降 年までの

件，公正競争の阻害

がとられている。後

件，他の事業者の信

欺瞞的又は明白な不

年間

行

者の

用

公

にお

為 件

関係

を害す

正な行

ている。これら両者

は，法的措置件数全

を合計す

体のほと

い

，

で

る

為

る

ん

どすべて

．イ

インド

を

ン

で

占め

ド

は，

ている。

競争法である 独占及び制限 （的取引慣行法



べてかなり早い時期に競争

）が，

法が導入

第 章 アジアにおける

年に制定され，

された。同法は，

市場経済化と

他のアジ

国家は，

競争法

ア諸国に比

社会の物

的資源の

制度の運

ことを確

に規定さ

力の集中

所

用

保

れ

が

有と支配が公共

が公共の利益に

するよう，その

た国家の指導原

もたらされてい

いっそう

は，競争

の規制強化のため

政策としての側面

の利益に

反するよ

施策をと

則に沿っ

る状況が

最も

うな

らな

たも

みら

かなうよう配分

富と生産手段の

ければならない

のであり，一部

れるなかで，民

，同法が

をもちつ

制定されたものであ

つも，国家部門の役

されるこ

集中をも

という

の財閥企

間財閥企

と

た

イ

業

業

， 経済

らさない

ンド憲法

への経済

に対する

る。この

割強化の

ため，同法

ために民間

産業部門

同法の規

を占め，

要とさせ

いた。こ

の

制

財

る

れ

事業活動を規制

においては，民

閥企業の規模の

等，財閥企業の

により，財閥企

であった

活動全般

が，こうした規制

に大きな制約を課

するとい

間財閥企

拡大や新

事業活動

業の企業

った

業に

設，

がほ

成長

性格が強かっ

対する経済力集

合併等について

ぼ全面的に規制

や多角化などを

方法は，

すもので

きわめて統制的であ

あった。株式所有面

（ ）た 。し

中規制が

中央政府

されるよ

抑えよう

たが

大

の

う

と

って，

きな比重

許可を必

になって

するもの

り，当該

と債務保

企業の事業

証面から財

閥への経

活動全般

産業許可

本となる

事業にお

済

に

政

け

力集中を抑制し

介入したもので

（策

年に制定された

る新製品の製造

業の立地

産業法は

の変更について，

，経済計画の目標

ようとす

あるとい

産業法に

， 既存

る韓

える

おい

の生

国の方法よりも

。こうした規制

）とも関係して

ても，企業は，

産能力の実質的

中央政府

に沿って

の許可が必要とされ

，特に民間経済部門

はるかに

の性格は

いた。そ

新規開

な拡大，

企

，

の政

業

業の事業

インドの

策の基

， 既存

既存の事

ていたの

を誘導す

で （ ）ある 。

る目的をも

って制定

策がイン

を妨げた

産活動を

た流れの

さ

ド

。

市

な

れたものである

経済運営におい

このため， 年

場メカニズムに

かで， 年に，

が，強力

て非効率

以降，生

委ねる方

経済の自

な統

をま

産面

向が

由化

制法規であり，

ねき，技術面お

での直接統制を

とられるよう

と開放をはかる

こうした

よび経営

大幅に後

になった

新産業政

産

面

退
（ ）。

策

業許可政

の効率化

させ，生

こうし

が打ち出



され，そ

が撤廃さ

の一環

れるに

として同法の大改正

いたった。ただし，

が行われ

経済力集

，企業統制的な経済

中規制のすべてが撤

力集中規

廃された

制

わ

けではな

業の発展

等を命じ

同法は

場支配的

く

あ

る

，

地位

，事

るい

こと

制定

の濫

行為，取

するもの

引拒絶，

であっ

業者の活動が公共の

は公共の利益を害し

ができる規定は残さ

当初は，この経済力

用行為）の禁止と制

利益

てい

れた

集中

限

を害

る場

。

規制

的取

抱合せ，排他条件付取

た。しかし， 年

引，略

にも大改

している場合や企業

合等には，企業分割

のほかに，独占的取

（カルテル，再引慣行

間

や

引

販

関係が

株式処

慣行

価格

奪的価格設定等）の禁

正が行われ，その時

止を内容

に不公正

企

分

（市

維持

と

な

取引慣行

加された

部分の撤

適用対象

てのいっ

（

。

廃

が

そ

虚偽表

また

のほ

公共

うの

次に，

な水準で

独占的

の維持

示，おとり広告，景

， 年の改正におい

かに，これまで民間

部門の事業者も含め

整備がはかられた。

品付

ては

部門

るよ

販売

，企

の事

うに

取引慣行の規制であ

，競争の不当な妨害

るが，独

・減殺，

，売り惜しみ行為等）

業統制的な経済力集

業者のみに限定して

改められ，同法の競

の

中

い

争

禁止が

規制の

た同法

法規と

占的取引慣行とは，

技術開発・資本投資

価格の不

の制限に

追

大

の

し

当

よ

る商品・

ている

によりあ

査の上，

役

（第

る

当

務の

条

いは

該独

に報告し

等の必要

，中央

な是正

質の低下，コストの

項）。独占および制

）は

中央政府からの調査

占的取引慣行が公共

不当

限的

，

付託

の利

な引

取引

独占

によ

益に

政府はこれに基づき

措置を講じられるよ

当該慣行

うになっ

上げ等の取引慣行を

（慣行委員会

的取引慣行がある場

り調査するが，同委

反しているかどうか

指

合に

員

を

すとさ

は職

会は，

中央政

を禁止し，取引条件

ている。

を設定す

れ

権

調

府

る

また，

そのおそ

を妨害す

市場供給

（第為

制

れ

る

に

条

限的

のあ

行為

悪影

項）

取引慣行の規制つい

る取引慣行であり，

や，価格・流通条件

響を与えることによ

がその規制となって

ては

特に

を操

り不

い

，競

，資

作す

当な

る。

争を妨害・歪曲・制

本又は資源の生産過

ること又は製品若し

コストや制限を消費

これには，取引拒絶

限

程

く

者

，抱

する又

への流

は役務

に課す

合わ

は

入

の

行

せ



販売，全

売価格維

量購入強制，排他

持，地域制限およ

取引，共

び略奪的

第 章 アジアにおける

謀行為またはカルテ

価格設定が該当する

市場経済化と

ル，差別

とされて

競争法

対価，再販

いるが，制

限が合理

場合は，

さらに

おとり広

しみ等の

的

規

，

告

不

で必要なもので

制の適用が除外

不公正な取引慣

，当局の定めた

公正な手段また

（第 条

ような適

）が規制の対象とな

用除外はない。

あると独

される。

行の規制

安全基準

は不公正

占お

にお

に違

で

よび制限的取引

いては，不当表

反する商品の販

欺瞞的な慣行を

っている。これには，制限

慣行委員

示，欺瞞

売，買占

用いた販

会

的

め

売促

が認める

な廉売，

・売り惜

進行為

的取引慣行の場合の

制限的

取引慣行

れている

年間にお

について

取

委

。

い

は

引慣行と不公正

員会が調査を行

法の運用状況に

て，制限的取引

， 件， 件が

．中 国

な取引慣

い，排除

ついてみ

慣行につ

それぞれ

行に

措置

ると

いて

処

ついては，とも

を命じることが

， 年および

は， 件， 件
（理されている

に独占お

できる権

年のそ

，不公正
）。

よ

限

れ

な

び制限的

が与えら

ぞれの

取引慣行

中国の

討の末，

案とする

やカルテ

競

か

ル

争法である 反

年に制定され

について議論が

にかかわる行為

あるいは

談合や行

， 両者の折衷案

政権の濫用による

不正当競

た。同法

あり，

は先送り

として，

競争制限

争防

の制

不公

する

止法 は， 年

定にいたるまで

正競争のみを対

か， 両者を同

前者をベースとして

等の行為を対象に追

間の政府

に，どの

象として

時に対象

後者のな

加するか

内

よ

独

と

部での検

うな法律

占的行為

するか，

かから入札

の三つの案

のなかか

当競争防

定を基本

不公正

の登録商

ら

止

的

競

標

，結果的に最後

法 は，競争法

に欠き，不公正

争の規制として

の盗用，周知の

の案がと

の核心を

競争の規

は，日本

商品特有

られ

なす

制に

では

の名

（ ）たとされる

独占的行為やカ

重点をおくもの

不正競争防止法

称，包装等の無

。このた

ルテルを

となった

の規制に

断使用，

め，

規

。

属

商

反不正

制する規

する他人

号の無断



使用など

条）と，

の混同

日本の

行為や誤認惹起行為

独占禁止法の不公正

の禁止

な取引方

といった不正商品の

法の規制の系列に属

禁 （止

する虚偽

第

広

告の禁止

抱合わせ

独占的

その規定

地位にあ

（

販

行

を

る

第

売お

為や

欠く

事業

位を有す

ら物品を

る水道

購入す

条），不当景品の禁止

よび不合理な条件の

カルテルに対する規

わけであるが，まっ

者の濫用行為を禁止

（第

付加

制に

たく

する

条

の禁

つい

欠け

規制

，電気及びガス関係

ることを他者に強制

の公益事

し，他の

），不当廉売の禁止

（第 条）止 がある

ては，前述のとおり

ているわけではなく

として，法律により

（第

。

，

，

独

条

基本的

独占的

占的な

業者が自らの指定す

事業者の公正な競争

る事業者

を阻害す

），

に

な

地

か

る

行為を禁

札談合の

制はまっ

また，

規制とし

止

禁

た

先

て

（第

（止

くな

進国

，行

又はその

入を他者

下部機

に強制

条）している。また

第 条）がある。なお

い。

の競争法にはみられ

政権の濫用による競

，

，

ない

争制

カル

経済

が，

限の

関が行政権を濫用し

し，又は他の事業者

て， 自

の正当な

テル規制に属するも

力の集中を防止する

市場経済化を進める

禁止がある。これは

のと

企業

中

，

して

結合

国らし

地方政

ら指定する事業者か

事業活動を制限した

ら物品の

り， 他

入

規

い

府

購

の

地方から

すること

して，中

ることや

行使して

当

を

国

，

そ

該地

禁止

にお

地方

の権
（ ）。

かにも

摘できる

このほ

方への物品の移入又

（第 条）するもの で

いては，企業によっ

間や省庁間に対立が

益を守るため競争制

は当

あ

ては

存在

限行

該地

る。

行政

する

為を

，商業賄賂の禁止（第 条）

方から他の地方への

こうした規制が存在

権を併せもつものが

なかで，地方や省庁

行うという実態があ

移

する

い

が

る

出を制

理由

まだに

行政権

ことが

，第三者の企業秘密の侵害の

限

と

あ

を

指

禁

（第止

律で規制

込まれて

このよ

特徴とし

条）

さ

い

う

て

，競

れる

る。

に反

，ま

争業者の誹謗中傷の

べきものが，前記の

不正当競争防止法の

ず，独占的行為やカ

禁止

不正

規制

ルテ

（第

商品

の内

ルに

条）といった競争

の禁止に加えて規制

容をみてくると，同

対する規制を基本的

法

対

法

に

以外の

象に取

は，そ

欠き，

法

り

の

ま



た，経済

では，競

力の集中を防止す

争法としての主要

る企業結

な規制を

第 章 アジアにおける

合規制にも欠いてい

欠き，競争法として

市場経済化と

ることで

はきわめ

競争法

ある。これ

て不備なも

のである

禁止とい

権の濫用

り，いわ

るといえ

と

っ

に

ば

る

いえる。しかし

た先進国の競争

よる市場支配の

行政的独占を規
（ ）。このほか，

た先進国

ており，

では知的財産権法

その背景には，知

，その一

法にはみ

弊害が非

制する必

同法には

方で

られ

常に

要の

，

は，行政権の濫

ない規制がみら

大きいことから

ある中国的事情

不正商品の禁止

や刑法で

的財産権

禁止される行為が規

法等の法制度の整備

用による

れる。こ

設けられ

に対応し

や賄賂の

競

れ

た

た

禁止

争制限の

は，行政

ものであ

規制であ

といっ

制対象に

の遅れが

取り込まれ

あるとされ
（ ）る 。

次に，

年

常に多い

正商品

法

件

ば

（登

運用の状況につ

， 年 万 件

かりでなく，増

録商標の盗用，周

条）が

他の禁止

件と最も多く，

行為については，

いてみる

， 年

加してい

知の商品

と，

万

る。

特有

年から 年

件となって

年の処理件数

の名称，包装等の

これだけ

公益事業

で全体の約 分の

者の （第取引強制

までの処

いる。処

の内訳を

無断使用

理

理件

み

など

件数は，

数は非

ると，不

）（第

を占めて

条） 件

いる。その

，行政権の

濫用によ

（第 条

条） 件

（第 条

件，その

る

）

，

）

他

（第競争制限

件，第三者の

抱合わせ販売及

件，競争業者の

件となって

しては，

られたビ

例えば，黒竜江省

ールの同地域への

条） 件

企業秘密

び不合理

誹謗中傷
（ ）いる 。

，商

の

な条

（

行

（第業賄賂

（第 条）侵害

（第件の付加

第 条） 件，

政権の濫用によ

の牡丹江

移入を制

市にある地域の酒類

限し，製品の流通に

条） 件

件，不当

条） 件

入札談合

る競争制

，虚

廉

，不

（第

限の

偽広告

（第売

当景品

条）

事件と

独占局が

著しく影

他の省で作

響を与えた

ため，当

なお，

な資源配

費者およ

発展を促

該

分

び

進

行為の中止が求

年 月に価格

の機能を生かし

事業者の合法的

することを目的

められた

法が制定

，市場価

な権益を

とする。

事件

され

格の

保護

同

（ ）がある 。

ている。同法は

全体的なレベル

し，社会主義的

法は，カルテル

，価格に

の安定を

な市場経

による市

よ

は

済

場価

る合理的

かり，消

の健全な

格の操



作，市場

に関する

を独占

不当な

するため等の不当廉

行為を禁止している

売，不当

（第 条

な価格表示，差別対

）。

価等の価格

．タ

タイに

に制定さ

お

れ

イ

いて

る前

価格統

る。同法

制及び独

は， 不

は，現在の 取引競

に，すでに競争法的

争法

な

（

色彩

（占禁止法

（当利得防止法 年制定

を有する法制が存在

）が

していた

）

， 年第二次制定）に

がそれで

よる規制

年

。

あ

が

不十分で

されたも

れ，価格

た 統制

た，独占

あ

の

統

商

禁

った

であ

制の

品

止の

競争を制

禁止，統

限するよ

制商品

ことから，新たに，

る。規制の内容は，

部分は，価格の不公

の指定およびそれに

部分は， 支配的企業

年

価格

正な

対す

に競

統制

設定

る価

（その

うな場合をいう）に

に関する支配的企業

よる政府

間のカル

争法的な規定を取り

と独占禁止の二つの

などを阻止すること

格の介入を内容とし

事業が独占的方法で行

入

部

を

て

わ

れて制

分に分

目的と

いた。

れま

設定価格以上での商

テルの禁止，支配的

品の販売

企業によ

定

か

し

ま

たは

の

る

他の支配

統制を実

を利用し

制し，不

ば，競争

的

施

て

当

法

企業

する

また

な利

的な

滑な実施

これと

をはか

同じ形

の活動の制限の禁止

とともに，支配的企

は他の同様な企業と

得の防止と物価の安

規制を加味すること

等を

業が

共謀

定を

によ

内容

統制

して

はか

り，

ろうというものであ

態の法律は，以前の

った。

韓国にお

としていた。この法

商品等についてその

価格を引き上げる等

ろうとするものであ

物価統制の弊害の抑

律

有

の

っ

制

は，価

力な地

行為を

た。い

とその

いても存在した。前述の 物

格

位

規

わ

円

価

安定及び

引法が

るととも

安定をは

実績をみ

公

年

に

か

る

正取

に制

，競

る目

と，

引に関する法律 が

定されるまでの間施

争制限行為と不公正

的から制定された。

物価統制に圧倒的な

それ

行さ

取引

しか

重点

であ

れた

行為

し，

がお

り， 年に制定さ

。この法律も，価格

を規制し，より効果

この法律が運用され

かれ，競争法的な規

れ

統

的

た

制

，公正

制をは

に物価

年間

の運用

取

か

の

の

は



きわめて

あり，し

消極的であった。

かも違反行為とし

カルテル

て認定さ

第 章 アジアにおける

については 件の調

れたものはなかっ

市場経済化と

査が行わ
（ ）た 。価

競争法

れたのみで

格統制を行

いながら

抑制しよ

にならざ

を生産性

介入を行

，

う

る

の

い

一方では，それ

とすることは，

を得ない。この

急速な向上が期

，そのために生

価統制に

タイの

より切り抜けよう

価格統制及び独

と関係し

一種の自

法律が制

待できる

じた歪み

て生

己矛

定さ

戦略

を若

じる弊害を競争

盾であり，その

れた狙いは，政

的産業に重点的

干競争法的手法

とすると

占禁止法

ころにあった。

の独占禁止の部分

法的な規

運用は消

府が，限

に配分す

をとり入

制

極

ら

る

れ

によって

的なもの

れた資源

ため市場

た形の物

の運用も，この韓国

の法律と

業界等に

わめて運

のための

年代初め

同

お

用

物

頃

様に消極的であ

けるカルテルに

実績に乏しいも

価統制に主力を

から経済の健全

ることが

禁止の部

重要な課題となり

分を独立させて別

った。同

対して数

のであっ

おいたも

な発展を

法が

件の

た。

ので

はか

運用された 年

禁止命令が出さ

同法の運用は，

あったのであ

るために競争政

， 価格統

個の法律

制及び独占禁止法

とし，競争法として

間に製氷

れた程度

不当利得
（ ）る 。し

策を積極

を改正

整備しよ

業

で

の

か

的

界，合板

あり，き

排除とそ

し，

に導入す

して，独占

うとする動

きが出は

立し，

サービス

取引競

行為を禁

じ

価格

法

争

止

（ ）めた 。その結

統制及び独占禁

として引き継が

法は，まず，市

しており，不公

者に対す

の供給量

る不公正な拘束条

を減少させる商品

果， 年

止法 の

れた。

場支配的

正な商品

価

地位

又は

月になってよう

格統制の部分に

にある事業者が

役務の価格設定

件の設定

の破棄等

・行使，市場の需要

の行為を禁止して

やく取引

ついては

その地位

・維持，

競争

商品

を

取

法が成

・価格

濫用する

引先事業

を下回る

（第いる

ように商品

条）。市場

支配的地

告示によ

独占をも

員会の承

争委員会

位

り

た

認

が

にあるかどうか

示すことになっ

らし又は競争を

がある場合を除

設定した市場占

は，各産

ている。

減少させ

いて禁止

拠率，販

業に

また

る可

さ

売総

ついて取引競争

，企業結合規制

能性のある企業

（第 条）れる 。

額，資本額，株

委員会が

が設けら

結合は，

この規定

式又は資

そ

れ

取

は，

産

の基準を

ており，

引競争委

取引競

の基準を



上回る企

いては，

業結合

市場で

に適用されることに

の競争を減少又は排

なってい

除する効

る。さらに，カルテ

果をもつカルテルと

ル規制に

して，価

つ

格

・数量制

条）。

によって

ことがで

取引競

限

ただ

必

き

争

，入

し，

要が

る。

法は

る企業結

るカルテ

合の範

ルや企

札談合，市場分割等

これらに該当するカ

ある場合には当該カ

，取引競争委員会に

の

ル

ルテ

対し

類型

テル

の許

て市

囲を定める広い裁量

業結合の許可を与え

権限を与

る権限も

のカルテルを禁止し

であっても事業者が

可を取引競争委員会

場支配的地位の基準

て

事業

に

や

いる

の性

申請す

規制さ

えている。また，適

与えている。いわば

用除外と

，同法の

（第

質

る

れ

な

運

用は，取

法時代と

当局のみ

っている

引

は

な

と

競争

異な

らず

いえ

．その他の

委員会の姿勢のいか

り，はたして取引競

裁判所等を含め，法

る。

んに

争法

執行

大き

の十

体制

諸国

く依存する形となっ

分な運用が行われる

の十分な整備が大き

て

の

な

いる。

か，競

課題と

旧

争

な

パ

パキス

（

は，

な制限的

キ

タ

年

取

スタ

ンの

に制

引慣

るが，規

まず，

制の態

過度の

ン

競争法である 独占

定され，過度の経済

行を禁止している。

様に大きな変化はな

経済力集中の規制に

及び

力集

同令

制限

（

中，

は，

い。

ついては

（管理及的取引慣行

）

不当な独占力の形成

年と 年に若干改

，総資産 万ルピ

び阻

お

正

止）

よび不

されて

以上の

令

）

当

い

企

業等であ

株式が公

支配して

与え，当

携企業間

っ

開

い

該

に

て，

され

る等

提携

存在

当該資産が株式公

ていても個人が ％

の企業， 提携企業

企業の他方の所有者

する場合は，それぞ

開会

以上

の一

又は

れ過

社に

の議

方の

株主

度の

より所有されていな

決権付き株式を所有

所有者又は株主に不

に損害を与えるよう

経済力集中の形成・

い

し

当

な

維

企業又

若しく

な利益

取引が

持・継

は

は

を

提

続



とみなすとされ，禁止され

）は，前者につい

ている

ては，公

第 章 アジアにおける

（第 条）。独占管理

共の利益のために必

市場経済化と

（庁

要と考え

競争法

られる場合

に株式の

り，後者

る。

次に不

において

公

に

当

売

開または政府機

ついては，取引

な独占力の規制

り手が市場で実

を設定若

社を排除

しくは産出量を制

できる力をいうと

関への株

条件等を

について

質的なシ

式

定め

は，

ェア

の譲渡を命令で

ることを命令で

まず，不当な独

を失うことなく

限できる

される。

力又は当該市場のい

そして， 同一市場

きるよう

きるよう

占力とは

，競争的

にな

に

，

で

ってお

なってい

ある市場

ない価格

ずれかの

における

部分から他

競争者であ

って，そ

作るよう

質的に減

によって

な独占力

の

な

殺

提

の

市場で商品又は

関係の形成・維

するおそれのあ

携企業に供与さ

形成・維持・継

断された

等の措置

場合には，合併等

が命じられる。

役務の

持， 独

る株式・

れる他企

続とみな

％以

占力

資産

業よ

さ

上を供給するこ

の形成のおそれ

の取得又は合併

り多額な又は有

れ，禁止される

の禁止，資産の処分，金融機

とになる

のある又

， 銀行

利な貸付

（第 条）

提

は

や

け

。違

携企業を

競争を実

保険会社

が，不当

反と判

関の貸付総額の制限

また，

行とは，

慣行をい

販売価格

（第 条）

不

不

う

維

。違

当な制限的取引

当に競争を制限

とされる。価格

持及び抱合わせ

反と判断された

運用状

の規制で

況は， 年 月

は株式の非公開関

慣行の規

し減殺す

，数量，

取決めが

場合には

制に

る効

市場

これ

合

ついて，まず，

果をもつ又はそ

分割等のカルテ

に該当するとみ

意の停止・変更

年

係 件，

月の 年間において

提携企業間の優遇取

不当な制

の可能性

ル，ボイ

なされ，

等が命じ

限

が

コ

禁

られ

的取引慣

ある取引

ット，再

止される

る。

，過度の

引 件，

経済力集中

不当な独占

力の規制

事件はな

上記の

が置かれ

める比重

で

か

と

て

が

は 件が処理さ
（ ）った 。

おり，パキスタ

いる。これは，

きわめて大きい

れ，不当

ンにおい

パキスタ

ことに起

な制

ては

ンに

因す

限的取引慣行の

，経済力の集中

おいては財閥の

るものであり，

規制では

と独占の

産業およ

財閥に経

処

規

び

済

理された

制に重点

金融に占

力が集中



すること

占管理庁

を抑制

がその

する必要性に基づく

規制において大きな

ものであ

裁量を有

る。しかし，競争当

し過ぎており，また

局である

，大企業

独

の

所有の分

された規

モ

モンゴ

散

制

ン

ル

措置

とは

ゴル

の競

でに，中央計画

にもみられるように

なっていないという

争法である 不当競

必ず

問題

争

しも

が指

禁止

）は， 年に

経済から市場経済へ

制定さ

の移行を

競争政策の観点から
（ ）摘されている 。

（法

だけに限

れた。モンゴルにお

目指して，国家独占

いては，

の解体，

定

す

価

格自由化

な産業部

争に反す

をうまく

らないこ

等

門

る

機

と

を目

が自

よう

能さ

が理
（ ）る 。

不当競争禁止

的とした政策がとら

己に有利な地位を濫

な指示を受けたりす

せるには，競争を確

解されるようになり

れて

用し

る状

保す

，

きた

たり

況が

るた

その

法は， ％以上の市場占拠率

が，その過程におい

，大多数の地方の政

みられた。このため

めの規範やルールが

結果，同法の制定を

て

府

，

な

みた

，代表

機関が

市場経

くては

とさ

を有する経済主体がその市場

的

競

済

な

れ

支

配的地位

・販売の

格維持，

経済主体

（第いる

を

制

排

が

濫用

限，

他条

競争

条）。

体が同様

カルテル

にその

を行う

する行為，すなわち

差別的取扱い，他の

件付取引等の行為を

（株式者と企業結合

また同時に，集団で

地位を濫用する前記

ことも禁止している

，人

経済

行

取得

為的

主体

うこ

，役

％以

行為を禁

（第 条

欠乏や値上げの目的

の排除・参入の妨害

（第 条）とを禁止し

員兼任等）すること

上の市場占拠率を有

止している。さらに

）。これらのほか，

を

，

，そ

も禁

する

もつ生

再販売

うし

止し

経済

，同法は

同法は，

産

価

た

て

主

，

政

府や地方

への従事

等）を行

誤認惹起

な特性の

自

の制

う

行

秘

治体

限，

こと

為，

匿と

が経済主体に対して

ある市場から別の市

を規制するとともに

競争者に関する虚偽

いった不正な競争行

競

場へ

，競

情報

為も

争制

の財

争者

の流

禁止

（ある財貨の限的決定

貨の販売の制限，新規

またはその商品との

布，財貨の品質上の

している。同法の運

生

参

混

瑕

用

産・

入の

同行為

疵や危

状況に

販売

制限

や

険

つ



いては，

況は定か

年においては

でない。

問題とな

第 章 アジアにおける

った事例はなかっ

市場経済化と

（ ）たが ，

競争法

その後の状

イ

インド

が求めら

提出され

ン

ネ

れ

，

ドネシア

シアは， か

，スハルト政権

政府案との調整

ら追加融

時代には

の後，

資

なか

独占

を受ける際に競

った議員立法に

及び不公正競争

）として成立し

争法を制

よって法

禁止法

定す

案

（

ること

が国会に

（ ）た 。同法は，法案

作成に際

た法制と

独占

為による

て，独占

し

な

及

競

行

てドイツの法律
（ ）っている 。

び不公正競争禁

争制限行為に分

為や不公正競争

事業者の

り），独

合計市場シェアが

占行為や不公正競争

専門家の

止法 は

けて規定

を生じさ

協力

，契

し

せる

を得たため，ド

約を通じての競

，契約を通じて

可能性のある

％以上で

を生じさ

ある場合にはそのよ

せる可能性のある

イツ法の

争制限行

の競争制

（ 又協定

影

為

限行

は

響を受け

と事実行

為とし

の関係

うに推定

企業や合

する規定あ

弁企業の設

立協定，

間のカル

条，第

為や不公

（取引拒

価

テ

条

正

絶，

（垂直格取決め

ル，垂直統合協

第 条）。ま

競争に該当する

取引妨害，差別取

整等の共

第 条

謀を挙げ，それら

）。さらに，市場支

的制限を含

定等を挙

た，事実行

事業者に

扱い，不

む

げ，

為

よる

当廉

），市場分割，ボ

それらを禁止

による競争制限

生産や販売の支

売等）による市

を禁止し

配的地位

てい （第 条，第る

（ 社で ％以上

イコット

している

行為とし

配，各種

場支配，

，競

（第

て，

の

及

争業者

条，第

独占行

排除行為

び生産調

条，第

又は 若し

条，第 条

くは 社で

％以上

場及び技

場支配的

当するこ

しくは

）に

術の

地

と

社

ある事業者が，

開発制限，新規

位にかかわる企

になる役員兼任

で ％以上とな

その地位

参入の制

業結合規

や合併等

る株式取

を

限）

制と

の企

得を

（濫用する行為

（第を禁止する

して，独占的行

業結合と， 社

禁止している

競争品取扱

条）と

為や不公

で ％以

（第 条

い

とも

正

上

第

制限，市

に，市

競争に該

又は 若

条）。



独占

備えてい

及び不

るが，

公正競争禁止法 は

適用除外の範囲が広

，競争法

いようで

制としてかなり充実

（別途定めた法あり

した内容

令に基づ

を

く契

約・行為

をどの程

を開始し

ならない

る。それ

の適

度

た

と

に

用除

の競

事件

する

加え

なく制定

運用機

したも

関であ

外，中小企業の適用除

争侵害行為と解釈す

（ 日間は 日以内

審査期限の義務付け

て，同法の制定は

外

るか

の延

があ

等），

裁量

長は

るこ

の融

のという姿勢が政府

る事業競争監視委

にあると

員会

また，独占的行為や

の幅があること，さ

可能）に審査を終了
（ ）（第 条）と 等の

資条件となっていた
（ ）

不

ら

しな

問題

ので

公正競

に，審

けれ

点が

，仕

みられ ，これら

（

からすれ

争

査

ば

あ

方

ば，

る。

ス

スリラ

）

リ

ン

がは

ラン

カで

年制

た。同法

定の

は，独

たして十分に同法を

カ

は， 公正取引委員

運

会法

用で

国内価格委員会法

占的状態，合併及び

に代わ

反競争的

きるのか問題の残る

（

ところで

）

るものとして， 年

慣行に関する競争法

に制定さ

的規制の

あ

が

れ

部

（第分

方から

て，価格

薬品の最

条

な

）

監

高

第

る。

は，

視の

販売

に輸入品

官庁に勧

との競

告する

条）と価格統制に関

同法により設立さ

経済自由化によっ

役割を担っており，

価格を設定・変更し

す

れ

て消

価格

たり

る規

た公

滅し

管理

，国

争を促進することが

権限を有している。

適当と認

同時に，

（第 条 第定の部分

（正取引委員会

た価格規制に代わ

当局の要請により食

内商品価格が不合理

るも

品

に

条）の

のと

および

高い場

めた場合に関税の引

公正取引委員会は，

下げを関

同法によ

双

し

医

合

係

っ

て独占的

れる一定

がスリラ

スの流通

為）を規

状

の割

ンカ

等に

制

（態

合

に供

おけ

する

単独又は同一のグルー

（ 分の を下回るこ

給されなくなる場合

る競争を制限する効

権限を有しており，

プの

とは

等），

果の

公共

市場

ない

合併

認め

の利

占拠率が大臣規則によ

）である場合，合意に

及び反競争的慣行

られる単独又は複数の

益に反すると認めら

っ

よ

（財

事

れ

て定

り商

・サ

業者

る場合

めら

品等

ービ

の行

に



は是正措

れるなか

置が講じられるよ

で 年および 年

うになっ

に改正さ

第 章 アジアにおける

ている。同法は，開

れ， 年の改正にお

市場経済化と

放経済政

いては，

競争法

策が実施さ

合併の事前

届出制の

の制度面

フ

フィリ

導

の

ィ

ピ

入，公正取引委

強化が行われて

リピン

ンでは， 年

結合に関

法第

する法律 が制定

条として規定され，

員会の提

いる。

にアメリ

出命

カの

令を履行しない

シャーマン法を

されたが

手続き規

， 年にこの法律の

定のみが同法に残

場合の罰

範とした

金の加算等

独占及び

実体規定

された。

部分は，刑

規制内容は，

競争を制

なってい

ア

アジア

限

る

ジ

の

する取引制限，

。

アの旧ソ連諸国

旧ソ連諸国にお

をはかる

容は，表

政策がとられるな

のとおりであり

独占およ

いては，

び結合に対して刑事

年代に入ってか

かで，競
（ ），これ

争法が相次いで制定

ら諸国の競争法は

罰が科せ

ら市場経

ら

済

るように

への移行

された。

，単に先

その規制内

進国で競争

法の対象

為，カル

正競争

規制対象

と

テル

（商

と

なっている事業

等）や不当な表

号や商標等や他生

している。

アジア諸国の競

者による

示・広告

産者の製

競

の

品の

（市争制限行為

みならず，政府

模倣等）といっ

争法の特徴

場支配的地

による競

た行為も

位

争制

幅広

の濫用行

限，不

くその

先進国

すること

象とする

のであり

の

に

。

，

競争法は，事業

より，市場にお

つまり，事業者

こうした行為に

者が他の

ける競争

による市

よっても

事業

を制

場に

たら

者と協調したり

限・阻害する行

おける競争制限

される不完全競

，他の事

為を基本

行為を問

争状態に

業

的

題

よ

者を排除

に規制対

とするも

り市場メ



表２　アジアの旧ソ連諸国における競争法の規制内容�

規制内容 

カ ザ フ ス タ ン  
 
 
 
 
 
 
 
アゼルバイジャン 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
トルクメニスタン 
 
 
 
キ ル ギ ス  
 
 
 
 
 
 
グ ル シ ア  
 
 
 
 
 
 
ウズベキスタン 

（出所）筆者作成。 

　�競争の発展と独占的活動の制限に関する法律�により，
市場支配的地位の濫用（第７条）が規制されている。 
　また，不公正競争法により，不正競争（商号や商標等の不
正使用，原産地その他の商品の性質などの虚偽情報，中傷，
商業秘密の侵害等），競争排除又は制限を目的とした協定
（価格，市場シェア分割その他）及び水平合併，不当な広告
等（第５条）が規制されている。 
 
　�反独占行為に関する法律�により，政府による競争制限
行為（第５条～第７条），水平・垂直的な反競争的協定（第
10条），自然独占（第11条），競争排除のための特許権及び
ライセンスの濫用（第12条），企業結合（第13条），支配的
地位の濫用した独占的活動（第14条）等が規制されている。 
　また，�不正競争法�により，競争業者の経済活動の模
倣・信用毀損，商業上の秘密の漏洩，抱合わせ販売，根拠の
ない一方的に有利な地位を定める契約，消費者を誤認させる
宣伝活動等が規制されている（第４条～第９条）。 
 
　�事業活動に関するトルクメニスタンの法律�により，協
定（生産制限，市場分割等の協定），不正競争（商号・商標や
他生産者の製品の模倣等）等が規制されている（第５条）。 
 
　�独占活動の制限並びに競争の発展及び保護に関する法律�
により，独占的活動（第６条），競争制限協定（第７条），
政府機関の競争を制限する法令及び行為（第８条），不正競
争（商号や商標等の無断使用，他の商品形態の模倣，他の事
業者の中傷，不適切な商品広告等）（第６条），企業結合
（第15条及び第18条）等が規制されている。 
 
　�独占行動と競争に関するグルジア法�により，競争制限
協定（第８条），不公正な競争（中傷，商標・商号の無断使
用，形状・デザイン等の盗用，企業秘密の侵害などの不正競
争その他）（第９条），国家規制機関の競争制限（第10条），
独占的地位の濫用（第11条～第13条）及び企業結合（第14
条）が規制されている。 
 
　�商品市場の競争及び独占活動の制限に関する法律�によ
り，独占的地位の濫用（第５条），共同行為（第６条），政
府による競争制限的行為（第７条），不正競争（他の事業者
の中傷誹謗，企業秘密の侵害，知的活動の不正利用，不正確
な比較広告等）（第８条）が規制されている。 



カニズム

競争法の

が機能しなくなる

多くは，先進国の

ことに対

競争法と

第 章 アジアにおける

処するための規制で

同様にこうした事業

市場経済化と

ある。ア

者の競争

競争法

ジア諸国の

制限行為を

規制して

について

争制限行

き第 の

模倣や他

い

も

為

特

の

るが，それのみ

規制している。

以外の不当な行

徴である。この

事業者の誹謗・

業者が競

うな市場

争に悪影響を与え

での競争自体を制

ならず，

アジア諸

為に対し

不当な行

中傷等の

事業

国の

ても

為と

不正

者の競争制限行

競争法において

規制が存在する

しては，他の事

競争行為がある

る行為で

限し，競

はあっても，事業者

争を減少・消滅させ

為以外の

は，この

点が，留

業者の商

が，この

不

事

意

号

行

当な行為

業者の競

されるべ

・商品の

為は，事

の競争制

る行為と

限行為のよ

は異なる。

また，市

制限行為

法では規

他方，

ては，そ

場

も

制

事

の

での競争制限行

規制対象になっ

の対象とはなっ

業者の競争制限

規制内容や態様

ある。財

制がそれ

閥の膨張を抑制し

であり，これら規

為ではあ

ている。

ていない

行為につ

が先進国

って

これ

もの

いて

の競

も，事業者では

らの行為は，い

である。

みても，アジア

争法のそれとは

たり，市

制は，先

場支配的事業者の濫

進国の法制と比べて

なく行政

ずれも先

諸国の競

かなり異

に

進

争

な

よる競争

国の競争

法におい

るものが

用行為を

より介入

防止する規

的なものと

なってい

いえる。

これら

が，表

る

特

で

。こうした点も

徴に焦点を当て

ある。

．事業者の競争制限行

アジア諸

て，前述

国の

の

競争法の特徴で

アジア諸国の競

為以外の不当な行為の規制

あり，第

争法を整理し

の特徴と

たもの

まず，

為以外の

商標の模

がある。

これら規

第

不

倣

も

制

の特徴として

当な行為に対す

，他の商品と誤

う一つは，行政

は，表 からす

挙げられ

る規制の

認させる

が競争制

れば，基

る規

代表

行為

限行

本的

制，すなわち，

的なものとして

等にみられるよ

為を行うことに

に，計画経済か

事業者の

は，一つ

うな不正

対する規

ら市場経

競

は

競

制

済

争制限行

，商号や

争の規制

である。

への移行



表３　アジア諸国の競争法の主な特徴点�

事業者の競争制限行為に 
対する規制 

それ以外の不当な行為に 
対する規制 

韓　　　　国 
 
 
 
台　　　　湾 
 
 
イ ン ド 
 
 
 
中　　　　国 
 
 
 
 
タ　　　　イ 
 
 
 
パキスタン  
 
モ ン ゴ ル  
 
 
 
インドネシア 
 
スリランカ  
 
 
フィリピン  
 
旧ソ連諸国 
 

　（注）アジアの旧ソ連諸国については、競争法の態様が各国によって少しずつ異なっ 
　　　　ているが、基本的に市場経済に移行した時期や経済状況が同じであるので一括 
　　　　した。 
（出所）筆者作成。 

企業集団規制，市場支配的地
位の濫用行為規制の一部 
 
 
独占の規制の一部 
 
 
独占的取引慣行の規制の一部
（1991年の法改正前は経済力
集中規制が存在した） 
 
基本的に事業者の競争制限行
為に対する規制に欠ける（価
格カルテル，差別対価等は，
価格法で規制） 
 
市場支配的地位の濫用行為規
制の一部 
 
 
過度の経済力集中の規制 
 
市場支配的地位の濫用行為規
制の一部 
 
 

－ 
 
－ 
 
 
－ 

 
独占的・市場支配的地位の濫
用行為規制の一部 

（旧法は価格統制規定と競争
法的規定が接合したものであ
った） 
 
不正競争の規制，マルチ商法
の規制 
 
不公正な取引慣行の規制の一
部 
 
 
行政権の濫用による競争制限
に対する規制，不正競争や商
業賄賂等の規制 
 
 
（旧法は価格統制規定と競争
法的規定が接合したものであ
った） 
 

－ 
 
行政による競争制限に対する
規制，不正競争の規制 
 
 

－ 
 
（現行法に価格統制規定が含
まれている） 
 

－ 
 
行政による競争制限に対する
規制，不正競争の規制，自然
独占の規制 



をはかっ

の競争制

ている諸国の競争

限行為に対する規

法にみら

制は，そ

第 章 アジアにおける

れる規制である。と

れら諸国に特有の規

市場経済化と

りわけ，

制である

競争法

後者の行政

。この行政

の競争制

効果をも

過程にお

はの規制

また，

限

た

い

で

前

行為に対する規

らす行為を禁止

ても行政が経済

ある。

者の不正競争の

が，計画

経済体制

経済から市場経済

をとってきた台湾

制は，行

するもの

に対して

規制は，

政が

であ

大き

不

その権限を濫用

り，計画経済か

な影響力を有す

当表示の規制と

への移行

の競争法

をはかっている国の

にもみられる。この

して市場

ら市場経

るこうし

並んで行

に

済

た

われ

競争制限

への移行

国ならで

ている

ほか，従

規制の対

来から市場

象となる行

為は，先

制される

的財産権

争法の名

おいて公

進

行

法

称

正

国においては，

為である。こう

等の法制度の整

が 公正取引法

な競争を妨げる

促進し，

ていると

取引の適正化をは

もいえる。なお，

競争法で

した行為

備の遅れ

とされ

不当な行

はな

が競

があ

てい

為を

く不正競争防止

争法により規制

ることも関係し

ることにみられ

広く包含させ，

かる基本

台湾にお

的な法律としての役

いては，先進国では

法その他

される背

ている。

るように

同法に公

の

景

台

，

正

法律で規

には，知

湾では競

競争法に

な競争を

割を担わ

消費者法

せようとし

の規制対象

となるマ

に，商品

より規制

また，

ないが，

ル

を

さ

こ

先

チ商法が競争法

管理する当局の

れている。

れは，事業者の

進国の競争法に

れていた

従来から

り，あるいはそれ

市場経済体制をと

により規

定めた安

競争制限

はないも

制

全基

行為

のと

されており，イ

準に違反する商

以外の不当な行

して，価格統制

に競争法

ってきた

的規定を接合させた

国にみられる。現在

ンドにお

品の販売

為に対す

規定が競

いて

が

る

争

も同様

競争法に

規制では

法に含ま

法制を有

では，そ

する国が，

うした法制

をとって

てそうし

行する過

制をとっ

い

た

程

た

る国はスリラン

法制がとられて

における過渡的

期間が 年間と

カだけあ

いた。こ

な法制と

短かった

るが

うし

いえ

もの

，韓国とタイに

た法制は，統制

るが，韓国にお

の，タイでは

おいても

から経済

いては，

年の長き

旧

自

そ

に

法におい

由化に移

うした法

及んだ。



．事業者の競争制限行為の規制

第 の

済力集中

制をとっ

し，市場

特

規

て

で

徴で

制と

いる

の競

・寡占企

課題とな

業の市

らざる

ある事業者の競争制

市場支配的地位の濫

国においては，前述

争を確保する観点か

場支配的地位の濫用

を得ない。特に，こ

限行

用行

の

ら，

為の

為規

とお

財閥

を規制す

れらの規

規制に属する規制と

制がある。従来から

り，財閥や独・寡占

への経済力の集中を

ることが，競争政策

制を有する国では，

し

市

企業

抑

ては，

場経済

を規

制し，

上の重要

独・寡占

経

体

制

独

な

企

業の多く

張を抑止

題となる

争法にお

一方，

が

し

。

い

計

財閥

，そ

この

て最

画経

事業活動

関係の深

の展開

い官営

に属する企業であり

の総合的な事業支配

ため，これらの国で

も重要な位置を占め

済から市場経済への

，ま

力の

は，

るこ

移行

ず，

拡大

財閥

とに

をは

が十分でないことか

系企業による競争制

ら，財閥

限的行

それら企業をかかえ

を防止することこそ

を規制する経済力集

なる。

かっている国では，

る

が

中

民

財閥の

最優先

規制が

間企業

は未発達であり，行

為が競争政策上大き

政とそれ

な問題と

膨

課

競

の

と

な

る。行政

規制によ

支配的地

では，経

次に，

の

っ

位

済

財

競争

て対

の濫

力集

閥を

てその態

し，規制

様に大

を独自

制限行為に対しては

処し，市場支配的な

用行為規制により対

中規制までは必ずし

規制する経済力集中

，前

地位

処す

も必

規制

記の

にあ

ると

要と

の態

きな差異がみられる

なものとしている。

。それぞ

まず，韓

行政権の濫用に対す

る官営系企業に対し

いうことになる。こ

しない。

様についてみると，

る

て

の

各

競争法

は，市

ような

国によ

れの国の事情が規制

国の場合は，株式面

形態に反

と債務保

の

場

国

っ

映

証

面から大

その規制

列会社間

や出資総

模事業会

規

と

の

額

社

模企

して

債務

の制

の持

業集団を規制し，企

は，持株会社の制限

保証の制限等がある

限のように，規制の

株総額の制限と似た

業集

，相

が，

態様

もの

団の

互出

これ

が，

があ

膨張を抑制しようと

資の禁止，出資総額

らのなかには，持株

日本法の持株会社の

る。しかし，日本の

し

の

会

制

規

ている

制限，

社の制

限や大

制と比

。

系

限

規

べ



ると，韓

けば，規

国の規制は，単に

制の対象を企業集

規制の数

団に特定

第 章 アジアにおける

が多いだけでなく，

しており，当該企業

市場経済化と

持株会社

集団の膨

競争法

の制限を除

張を抑制し

ようとす

ならず債

企業集団

特な法制

までは，

る

務

を

度

経

趣旨・目的の規

保証面からの規

規制する経済力

の発展をみせて

済力集中規制が

ぼ全面的

ために民

に規制されていた

間産業部門の事業

制である

制も存在

集中規制

いる。ま

存在し，

こと

する

は，

た，

同規

が明瞭である。

といった差異が

逐次強化され，

インドにおいて

制により，財閥

。この経

活動を規

済力集中規制は，国

制するといった性格

さらに，

ある。韓

この分野

は，

企業の事

株

国

に

年

業

式面のみ

の場合，

おいて独

の法改正

活動がほ

家部門の

をもち，

役割強化の

財閥企業の

規模の拡

の事業の

わめて統

った。し

ることに

大

拡

制

か

な

や新設，合併等

張や多角化を抑

的であり，当該

し，こうした統

った。このため

産業政策

に，イン

が打ち出された際

ドでは，企業の事

について

えようと

企業の事

制的な介

， 年に

中央

する

業活

入は

おい

政府の許可を必

ものであった。

動全般に大きな

，かえって，経

て，経済の自由

に，この

業活動を

経済力集中規制は撤

過度に規制していた

要とさせ

その規制

制約を課

済の効率

化と開放

，

方

す

化

を

財閥企業

法は，き

ものであ

を阻害す

はかる新

廃された

経済力集

。このよう

中規制は廃

止された

ている。

るもので

策の観点

他方，

が

こ

あ

だ

市

，隣国のパキス

の規制は，財閥

り，大企業の所

けに限定された

場支配的地位の

国間にお

規制は，

いてあまり異なっ

各国ともおしなべ

タンでは

企業の株

有の分散

規制では

濫用行為

，経

式が

措置

ない

規制

済力集中規制が

公開されていな

にもみられるよ

。

については，そ

てはいな

て市場支

い。むしろ，市場支

配的事業者が競争者

依然とし

いこと等

うに必ず

の規制の

て

を

し

態

維持され

問題とす

も競争政

様は，各

配的地位

を人為的

の濫用行為

に排除する

競争制限

不当な決

がある。

は，台湾

な決定・

行

定

こ

で

維

為を規制してお

・維持・変更や

の点がアジア諸

は価格を不当に

持と不当な販売

り，似通

数量の不

国の競争

決定・維

量の調節

って

当な

法

持・

，タ

いる。しかし，

調節を禁止する

に特徴的な点と

変更する行為，

イでは不公正な

このほか

規制を行

いえるが

韓国では

商品また

に

っ

，具

価

は

，価格の

ている国

体的に

格の不当

役務の価



格設定・

破棄，イ

維持，

ンドで

市場の需要を下回る

は価格の不当な水準

ように商

での維持

品の供給量を減少さ

と技術開発・資本投

せる商品

資の制限

の

に

よる商品

フスタン

ズベキス

なお，

とは別個

・

で

タ

カ

の

役務

は人

ンで

ザフ

法律

自然独占に対す

の質の低下といった

為的な供給不足や価

は供給制限と著しい

スタンにおいては，

（自然独占法）により

行為

格の

高価

競争

担

が規

上昇

格・

当局

当し

る規制自体を競争法により行

制される。また，モン

を意図した生産 販

低価格が規制されて

が自然独占の監督業

ており，アゼルバイ

ゴ

売の

い

務

ジャ

ルとカ

制限

る。

も競争

ンで

っている。

ザ

，ウ

法

は，

．事

ア

業

ジア

者の

不

計画経

正競争

済から

諸国の競争法の

競争制限行為以外の

課題

不当な行

の規制

市場経済に移行する過程にあ

為の規制

る諸国や台湾では，競争法によ

って，他

制されて

来競争法

なる。不

べき不完

の

い

が

正

全

事業

る。

対象

競争

競争

他の事業

る。不正

者の信

競争は

者の商号・商品等の

この不正競争は，競

とすべき市場での競

の問題は，市場の失

の領域に属する問題

用失墜といった外部

，本来競争法の対象

模倣

争に

争を

敗の

では

，競

悪影

減少

観点

なく

性や不完

とすべ

争業者の中傷等の不

響を与える行為では

・消滅させる行為と

からすれば，競争法

，他の事業者の成果

全情報の領域に属す

き行為とは性格が異

正

あ

は

の

の

競争が

るが，

性格が

対象と

只乗り

る問題で

なること

規

本

異

す

や

あ

か

ら，競争

ては，政

傷等の不

事業者が

活動を妨

法

府

正

最

害

とは

が介

競争

もそ

され

別個の法律で規制さ

入して排除すること

に該当する行為の被

の事実関係を把握し

た当該事業者は，自

れる

が効

害者

てい

己

べき

率的

は，

る。

の利

である。また，不正

かという問題がある

事業者であり，政府

また，そうした行為

益を守るため，自ら

競

。

よ

に

訴訟

争につ

模倣や

りも当

より事

を提

い

中

該

業

起



し，問題

は，政府

を解決することが

が介入するよりも

十分期待

，被害を

第 章 アジアにおける

できる。このため，

受けた事業者が自ら

市場経済化と

こうした

訴訟を提

競争法

分野の紛争

起すること

により解

国では，

為には刑

による解

した私的

決

政

罰

決

紛

されるのが効率

府が個々の不正

を科すとしても

に委ねるべきで

争にまで介入し

ものにな

るべきで

りかねず，むしろ

あろう。

的である

競争に該

，政府は

ある。司

ているの

。競

当す

個別

法制

であ

争法により不正

る行為に介入し

の紛争に介入せ

度が不十分であ

ろうが，これは

，民事的な規律を高める制度

競争を規

ているが

ず，当事

るため，

，かえっ

制

，

者

政

て

している

悪質な行

間の訴訟

府がこう

非効率な

面の整備が促進され

消

競争法

の定めた

の利益を

費

に

安

直

者利益の確保の

よって，台湾で

全基準に違反す

接確保しようと

全競争の

の取引に

領域に属する規制

おいて，消費者の

規制

はマルチ

る商品の

する規制

商法

販売

も，

が，インドでは

が規制されてい

市場の失敗の観

ではない

持つ当該

。こうした規制は，

取引に関する情報や

商品を管

る。こう

点からす

理

し

る

する当局

た消費者

と，不完

事業者と

知識が事

消費者の間

業者と比べ

て大きく

に乗じて

うとする

も，不完

の法律で

劣

消

規

全

規

っている状況の

費者に不利益な

制であり，不完

競争の領域に属

制するのが適切

について

る場合が

は，それによって

多いこと等から，

なかで，

取引内容

全情報の

する競争

である。

事業

や取

領域

法の

しか

者がこの消費者

引条件を押しつ

に属する規制で

規制とは性格を

し，この消費者

もたらさ

前記の不

れる消費者の被害が

正競争のように，被

の情報や

けること

ある。こ

異にする

利益を侵

知

を

う

の

害

識の不足

防止しよ

した規制

で，別個

する行為

，少額多

害者であ

数被害であ

る消費者が

訴訟を提

い。この

したり，

ある。特

になった

起

た

消

に

消

することにより

め，消費者利益

費者側が訴訟を

，経済がグロー

費者を欺瞞する

紛争の解

を侵害す

提起しや

バル化し

新しい販

決

る行

すい

，先

売方

をはかることは

為を防止するた

ように制度を整

進国で最近にな

法や消費者の知

ほとんど

めには，

備するこ

って規制

らない新

期待

政

と

さ

商

できな

府が介入

が必要で

れるよう

品等も，



大きな時

らの国で

間差な

も，先

くこれらの国で波及

進国と同様のレベル

する危険

の消費者

性がある。その意味

法を整備し，消費者

では，こ

利益を侵

れ

害

する行為

事業者の

すること

確保し，

上で，競

を

経

に

誠

争

遺漏

営が

も大

実に

法の

などでは

いること

，競争

に鑑み

なく防止する必要が

不当に拡大すること

きく寄与する。この

努力した事業者を伸

整備と同様に重要で

ある

を防

ため

長さ

ある

。こ

止し

，消

せ，

。韓

法の所管する競争当

，アジア諸国におい

局が消費

ては，競

のことは，そうした

，市場の公正な競争

費者法の整備は，公

市場経済の健全な発

国，イギリス，オー

行

条

正

展

ス

為によ

件を整

な競争

をはか

トラリ

者政策も担当するよ

争当局が，市場の公

うになっ

正な競争

り

備

を

る

ア

て

条

件の整備

ろう。競

公正な競

で競争法

な運用が

と

争

争

と

期

の関

当局

条件

とも

待で

価格統制

係で消費者法の運用

は，市場の競争条件

の整備に密接に関係

に運用されれば，そ

きよう。

を担

の整

する

の専

当す

備に

消費

門性

規定と競争法的規定の接合法

ることも視野に入れ

関する専門的行政機

者法については，そ

が活用され，効率的

る

関

う

か

べきで

であり

した機

つ効果

規

あ

，

関

的

韓国と

た。韓国

合は 価

害を競争

が，その

タ

の

格

法

相

イで

場合

統制

的な

互に

た。つま

制部分の

り，価

運用は

は，価格統制規定と

は 物価安定及び公

及び独占禁止法 で

規制を併用すること

矛盾した規制の性格

格統制に圧倒的に重

きわめて消極的であ

競

正取

あっ

によ

から

争法

引に

た。

って

して

点がおか

った。韓

的規定が接合した法

関する法律 であり

これらの法律は，価

抑制しようとするも

法運用には自ずから

れる運用となり，競

国の場合， 年間の

律が

，

格

の

限

存在

タイの

統制の

であっ

界があ

争法的な

法運用の

し

場

弊

た

っ

規

期

間におい

も，法運

業界等の

このよ

て， 物

て

用

カ

う

価安

カル

の期

ルテ

な消

定に

テルに関して違反と

間が 年間の長きに

ルに対して数件の禁

極的な運用について

力点が置かれ，……

認定

及ん

止命

，

制

した

だに

令が

韓国

度運

事例がなく，また，

もかかわらず，製氷

出された程度にすぎ

の行政当局は，当時

用においても，政府

タ

業

な

を振

が人

イの場

界，合

かった

り返

為的

合

板

。

っ

か



つ画一的

ル を実

な価格統制を通じ

質的に助長してい

た競争制

た成り行

第 章 アジアにおける

限行為，即ち，一種

きがあったために，

市場経済化と

の官製価

企業の不

競争法

格 カルテ

当な競争制

限行為が

た とし

競争法的

となった
（ ）る 。

あ

て

条

点

確か

っても，これを
（ ）いる 。しかし

項を含んだ法律

において大き

に，こうした法

な役割を

する面は

果たし，その導入

あろう。しかし，

積極的に

，同時に

であり，

な意義を

制は，本

処罰

，

以後

もつ

格

することが名分

韓国の行政当局

の本格的な競争

ものであった

的な競争法を導

に当たっ

競争法的

ての準備期間を与え

部分の運用がきわめ

上からも

は，韓国

法制の導

との見解

入するま

困

で初

入

も示

での

難であっ

めての

の試金石

してい

過渡的

，導入自

て消極的

体を円滑化

であったこ

とにみら

運用され

はあると

競争制限

は，弊害

れ

な

し

行

も

るように，その

かった。競争法
（ ）ても ，運用さ

為は許されると

大きいので，短

る。

部分の規

的規制が

れなけれ

いう意識

期間であ

制の

存在

ば

が

っ

実効性に欠け，

するという印象

，法規範として

社会に残ってし

たとしても望ま

韓国では

を社会に

定着せず

まう。こ

しくない

与

，か

うし

と考

年間しか

える余地

えって

た法制

えられ

．事

経

アジア

る国は，

業

済

諸

韓

者の競争制限行

力集中規制

国のなかで，現

国である。韓国

年の

じて同規

法改正により導入

制が強化されてき

為の規制

在，競争

の場合，

されてか

ている。

法に

財

より財閥を最も

閥を規制するた

ら， 年代における

しかも，財閥規制政

積極的に

め，企業

度重なる

策は，こ

規

集団

制してい

規制が

法改正を通

の競争法の

みによる

る与信の

てきた。

善，事業

対策が新

の

総

金

構

た

ではなく，競争

枠管理，相続税

大中政権になっ

（財閥系造調整

に打ち出されて

法以外の

等の税制

てからは

列会社の整

いる。

政策

対策

，

理

手段も用いられ

，企業公開施策

大財閥を中心に

・統合），経営責

，銀行の

等が併せ

財閥の財

任の明確

財

て

務

化等

閥に対す

用いられ

構造の改

の財閥



韓国に

にもみら

おける

れるよ

企業集団規制は，相

うに，経済全体にお

互出資の

ける特定

禁止，出資総額の制

の企業集団への経済

限等の規

力の集中

制

を

防止しよ

り，他企

題とする

制限する

は，個別

う

業

も

効

の

とす

への

ので

果を

市場

が行われ

である。

たり，

株式所

るものである。企業

出資総額を自己の純

あり，その場合，そ

もたらすかどうかは

における競争の制限

集団

資産

の行

直接

を問

に属

額を

為が

関係

題と

出資総額が一定額を

有や合併等を規制す

超過する

る通常の

する企業が，相互出

超えて増加させるこ

個別の商品市場にお

がない。つまり，企

するのではなく，直

資

と

い

業

接

を行っ

自体を

て競争

集団規

相互出

ことそれ自体を問題

企業結合規制は，当

とするも

該企業結

た

問

を

制

資

の

合

により個

のである

とすべき

場におい

場におい

別

の

領

て

て

の市

に対

域の

競争

競争

とする考

法になじ

え方が

まない

場において競争を制

して，企業集団規制

考え方としては，競

制限効果が生じる場

が制限されていない

限す

はそ

争法

合を

場合

る効

うで

は，

規制

まで

主流にあるが，その

規制ということにな

考え方を

る。むし

果が生じた場合を問

はないのである。競

事業者の行為によっ

対象とすべきであり

その規制対象とする

題

争

て

，

必

とする

法の対

個別の

個別の

要はな

とれば，企業集団規

ろ，そのような規制

制は，競

は，市場

も

象

市

市

い

争

に

おいて競

に過剰な

って，市

は，先進

たり，政

争

規

場

国

府

が制

制を

のも

とは

の特

る資源の

が著しく

配分が

有利に

限される効果が生じ

課するものであり，

つ効率性を妨げると

異なり，国内におい

定産業育成政策や産

ない

市場

いう

て資

業保

にも

に対

こと

本市

護規

妨げられているとい

なり，独立系の事業

ったこと

者が成長

かかわらず，株式所

する過剰な介入であ

になる。しかし，ア

場等の要素市場が未

制によって市場メカ

有

っ

ジ

発

ニ

等の行

て，か

ア諸国

達であ

ズムに

がある。それにより

できず，競争的な市

，企業集

場の成立

為

え

で

っ

よ

団

が

妨げられ

は，有利

れて然る

分に機能

て，競争

る

な

べ

し

法

とい

立場

きで

ない

にお

う状況がある。この

に立っている企業集

あろう。もっとも，

ようになっている前

いて企業集団規制を

場合

団に

その

記の

設

，市

対し

政策

根本

けて

場を競争的なものと

てなんらかの政策的

的対応は，市場メカ

原因の除去にこそあ

規制することではな

す

対

ニ

る

いと

るため

応がな

ズムが

のであ

もい

に

さ

十

っ

え



る。しか

不十分に

し，そうした要因

しかできない場合

の除去は

がほとん

第 章 アジアにおける

，経済成長への政策

どであろう。そうで

市場経済化と

的期待等

あれば，

競争法

との関係で

企業集団が

膨張する

するため

制限効果

ことを規

要素市場

こ

の

を

制

の

とを株式所有面

一つの対応とな

もつ行為を行わ

するものではな

発達がみられ，

産業育成

のあり方

政策や産業保護規

といえる。ところ

等から抑

らざるを

ずに自ら

い。しか

市場メカ

止す

えな

自然

し，

ニズ

るという政策的

いであろう。競

成長し，市場支

それは，国内に

ムによる資源の

制がない

が，アジ

場合の企業の成長に

ア諸国の場合は，そ

対応も，

争法は，

配的地位

おいて資

配分を妨

弊

企

を

本

げ

害を防止

業が競争

獲得する

市場等の

る政府の

ついて妥

のような

当する規制

状況にはな

く，企業

のとはい

定の規制

の規制は

法のなか

集

え

を

，

に

団に属する企業

ない側面が強い

課すことについ

市場の競争を促

設けられて然る

市場に介

た規制を

入する危険性のあ

必要としたといえ

の成長そ

。このた

て合理性

進する観

べきとい

れ自

め，

がな

点か

うこ

体が効率的な事

そうした企業集

いとはいえない

ら行われるもの

とになる。企業

る規制で

る。

はあるが，先進国に

業活動の

団の膨張

であろう

なので，

集団規制

所

に

。

当

は

産そのも

対して一

また，そ

然，競争

，過度に

はない状況がそうし

しかし

ので，イ

直接規制

のような

争条件の

，

ン

す

必

整

こうした企業集

ドの過去の経済

るのではなく，

要最小限なもの

備という専門的

るので，

あろう。

職権行使の独立性

この点については

団規制は

力集中規

事業活動

に限るべ

な見地か

，企

制の

に直

きで

ら客

業の事業活動に

ように財閥企業

接介入しない株

ある。また，そ

観的かつ公正に

を有する

，韓国の

専門機関によって担

企業集団規制は，独

介入する

の規模の

式所有面

の規制は

運用され

も

拡

か

，

る

のである

大自体を

らの規制

市場の競

べきであ

当される

立性を有

のが適当で

する公正取

引委員会

央政府の

てきわめ

的，裁量

いう市場

に

工

て

的

運

よって運用され

業省によって運

重要な政策は，

なものになる危

営の基盤をなす

ているが

用されて

政権の意

険性があ

規制であ

，過

いた

向

る。

っ

去のインドの経

。財閥規制のよ

の影響を強く受

このため，市場

て専門的な見地

済力集中

うな経済

けがちで

の競争条

から運用

規

運

あり

件

すべ

制は，中

営にとっ

，恣意

の整備と

きもの



は，独立

しかし

性を有

，韓国

する専門行政機関に

の場合においても，

委ねるべ

必ずしも

きである。

専門機関である公正取引委員会

の立場が

をなす出

は復活さ

構造の改

等の財閥

尊

資

れ

善

対

重さ

総額

ると

，事

策を

な理解が

り，財閥

不足し

を得意

れているとはいえな

の制限が，新政権の

いう事態が生じた。

（財閥系業構造調整

新たに打ち出したが

い状

成立

新政

列会

，そ

況が

後の

権は

社の

れま

ていたといえよう。

な分野に特化させ，

また，財

経済全体

みられた。企業集団

年に急に削除さ

， 大財閥を中心に

整理・統合），経営責

での競争法の規制に

閥間での系列会社の

の競争力を向上させ

規

れ

財

任の

つ

制の中

， 年

閥の財

明確

いて十

交換等に

ようとす

核

に

務

化

分

よ

る

上記の事

かかわら

事業交換

影響を及

るもので

業

ず

交

ぼ

あ

構造

，あ

渉を

すも

れば

専門的な

うした配

立場や

慮がな

調整においても，政

らかじめ事業交換対

進めるよう促した。

のであり，それが，

，競争法に違反する

府は

象企

事業

個別

。独

，競

業を

交換

市場

立行

見解を尊重した上で

かったのである。

政策が遂

争法の合併規制が存

決めてしまって，財

は，個別市場での競

における競争を実質

政機関である公正取

在

閥

争

的

引

するに

間でそ

に大き

に制限

委員会

行される必要があったのに，

も

の

な

す

の

そ

市

市場支

当な決定

れらの規

場

配

や

制

支配

的地

数量

は，

為なのか

あるとい

競争制

う問題

的地位の濫用行為規

位の濫用行為規制を

の不当な調節を禁止

どのような価格の設

制

有す

する

定や

るア

規制

数量

限の観点から不当性

がある。政府が恣意

の基準を

的に不当

ジア諸国のなかには

を行っているところ

の調節であれば，違

，

が

反

価格の

ある。

となる

設定することがそも

性を判断する余地が

そも困難

生じ，こ

不

こ

行

で

れ

らの規制

される。

て，違反

状態であ

ような状

が

し

件

る

態

市場

かし

数は

。イ

にあ

メカニズムに過度に

，実際は，運用状況

，韓国の場合，わず

ンドの場合も，その

ると推測される。

介入

の把

かな

運用

する

握で

状態

状況

統制的な規制となる

きる国についてみる

であり，台湾の場合

が必ずしも定かでは

こ

限

は

な

とも懸

りにお

，皆無

いが似

念

い

の

た



しかし

ば，必ず

，このような運用

しもそうとはいえ

実績にあ

ない。と

第 章 アジアにおける

るので，上記の弊害

いうのは，韓国の場

市場経済化と

は小さい

合につい

競争法

のかといえ

ていえば，

この市場

の補充的

の濫用行

るととも

れる指定

支

手

為

に

制

配的地位の濫用

段として利用さ

規制において，

，以前は，公正

度が存在してい

配的事業

たのであ

者の価格を監視し

る。物価管理自体

行為規制

れてきた

価格の不

取引委員

た。この

が物

側面

当な

会に

枠組

価管理政策の一

があるからであ

決定や数量の不

より市場支配的

みが，物価管理

，安易な

は， 物価

価格の引上げを抑制

安定に関する法律

翼を担い

る。市場

当な調節

事業者が

において

，

支

が

毎

当

価格介入

配的地位

禁止され

年指定さ

該市場支

すること

に基づ

に利用され

く価格事後

監視制度

公正取引

この価格

その価格

年か

（

委

事

の

ら

年 月 年

員会により市場

（後監視制度

引上げには物価

年間しか運用

る法律

律 とし

のなかの物価安定

て残存し，その時

月）に

支配的事

年 月

管理当局

されなか

よ

業者

年

の

った

って物価管理当

として指定され

月）の下で物

事実上の承認が

前記 物価安定

に関する

に価格の

規定の部分がこの

事前承認制度から事

局が行っ

た事業者

価管理の

必要とさ

及び公正

てき

の

対象

れ

取

たが，

価格は，

とされ，
（ ）た 。

引に関す

物価安定

後監視制

に関する法

度に改めら

れる形で

場支配的

象事業者

が，物価

値上げを

，

地

の

管

禁

物価管理が継続

位の濫用行為規

特定に利用され

理の補充手段と

止する規定があ

る必要が

について

ある。市場支配的

は， 年に 物価

されてき

制におけ

るととも

して規制

るという

たの

る市

に

の歯

威嚇

である。この物

場支配的事業者

，価格の不当な

止めの役割，つ

手段として期待

地位の濫

安定及び

用行為規制がこのよ

公正取引に関する法

価管理に

の指定制

決定・維

まり，価

されたこ

お

度

持等

格

と

いて，市

が管理対

の規定

の不当な

に留意す

うに利用

律 の価

されること

格規制に関

する部分

公正取引

当な決定

明確な規

の後，価

が

法

や

定

格

物価安定に関

として抜本的に

数量の不当な調

ぶりとなったの

事後監視制度は

する法律

改編され

節といっ

も，この

，価格変

に

た時

たよ

よう

更

引き継がれ，競

にすでに予定さ

うに，何をもっ

な事情が関係し

（事後報告制度

争法的規

れていた

て不当と

ていると

年 月

制

。

す

い

の部分が

価格の不

るのか不

える。そ

年 月）



に変更さ

されるに

れて介

いたっ

入の程度が弱められ

た。また，市場支配

， 年

的事業者

月にはその報告制度

の指定制度も 年

自体も廃

月の法改

止

正

により廃

趣旨・目

べきであ

台湾や

るといえ

止

的

り

タ

る

され

から

，こ

イの

が，

的規定が

の重点も

接合し

，価格

たが，市場支配的地

逸脱し，物価管理政

のように利用される

市場支配的地位の濫

特に，タイの場合は

位の

策の

規定

用規

，韓

濫用

一部

の定

制も

国と

た法律を有していた

統制におかれていた

経緯があ

。しかも

行為規制が，競争の

に利用されたことは

め方に問題があった

，韓国法の影響を強

同様に，価格統制規

促

留

と

く

定

進とい

意され

いえる

受けて

と競争

り，その 年の長き

，価格統制規定の部

に及ぶ運

分は，現

う

る

。

い

法

用

在

も商品・

配的地位

ある。

．法

価

の

運

格サ

濫用

用上

アジア諸国に

ービス法として引き

規制が今後どのよう

の課題

継が

に運

れて

用さ

おいては，競争法が制定され

いる。タイにおいて

れていくのか留意さ

も

れ

，市場

る必要

てはいても，その運用が十分

支

が

で

ないこと

て存在す

共の利益

除外が許

示等より

が

る

と

容

も

大き

が，

の比

され

違法

運用体制

意味では

の不十

，アジ

な課題である。各国

その運用実績が乏し

較衡量要件が存在し

ていることも関係し

行為の発見が容易で

分な競争当局ではそ

ア諸国においては，

の競

い。

てい

てい

なく

争法

これ

たり

よう

，立

の摘発が

競争法の

にはカルテル規制が

には，カルテル規制

，不況カルテル等に

が，カルテルの場合

証の手間もかかると

難しいということが

いっそうの整備・充

ほ

に

つ

は

こ

ぼ共通

おいて

いて適

，不当

ろから

ある。そ

実のみな

し

公

用

表

，

の

ら

ず，競争

員の専門

の十分な

また，

属さず，

当

性

人

そ

職

局の

の向

員配

れと

権行

法運用体制の十分な

上や必要な職員数の

置と予算措置が求め

同時に重要なことは

使の独立性が確保さ

確保

確保

られ

，競

れて

も大

は，

る。

争当

いる

きな課題である。競

きわめて重要であり

局が産業を育成する

ことが必要である。

争

，

行

こ

当局の

そのた

政機関

れがな

職

め

に

い



と，競争

れも生じ

当局が特定の産業

，市場における競

の育成や

争の促進

第 章 アジアにおける

特定の利害に配慮し

という専門的な見地

市場経済化と

た法運用

に基づく

競争法

を行うおそ

的確な競争

法の運用

定の産業

は，競争

あり，競

置づけ，

が

に

法

争

定

妨げられるおそ

限られた資源を

を経済政策に従

法を市場におけ

着させようとす

すれば，

である。

競争当局の産業的

れがある

集中させ

属する便

る公正か

る基本的

。経

よ

宜的

つ自

認識

済を急速に成長

うとする経済政

な政策手段とし

由な競争を促進

が欠けがちであ

中立性と職権行使の独立性の

させる観

策をとる

て運用す

する基本

る。この

点

国に

る

法

こ

から，特

あって

危険性が

として位

とを考慮

確保がいっそう必要

また，

イドライ

されてい

題となる

で，違反

競

ン

る

の

行

争法の運用の透

が競争当局によ

ことによって，

か知ることがで

為の未然防止に

体性に欠

争当局は

き，どのような行

，ガイドラインを

明性を確

って設定

事業者は

き，違反

役立つ。

保す

され

，具

行為

特に

るためには，そ

るべきである。

体的にどのよう

をあらかじめ差

，競争法は，法

為が問題

整備し，

となるのか明らかで

事業者に競争法上問

の運用基

ガイドラ

な行為が

し控えよ

律の規定

準

イ

競

う

だ

を示すガ

ンが設定

争法上問

とするの

けでは具

ない。こ

題になる

のため，競

行為を十分

周知し，

要とする

性は大き

意的に法

不当な影

違

。

い

を

響

反行為の未然防

司法制度が十分

といえよう。ま

運用する余地を

を与えることが

透明性を

さらに

高めることにもな

，アジア諸国にお

止をはか

に整備さ

た，ガイ

少なくし

難しくな

り，

れて

ドラ

，外

り，

競争法を社会に

いないことを考

インが整備され

部からも競争当

競争当局に対す

る。

いては，競争法の運用の透

定着させ

慮すると

ると，競

局の法運

る信頼性

る

，

争

用

や

努力を必

その必要

当局が恣

に対して

法運用の

明性を高めるととも

に，その

不可欠で

遇，研修

的

あ

等

確な運用を確保

る。上記のよう

，公務員制度の

するため

な法運用

十分な整

に，

上

備も

公務員倫理が確

の課題に加えて

重要な課題であ

立されて

，公務員

る。

い

の採

ることも

用，待



むす

アジア

うした規

事業者の

び

諸

制

事

国の

は，

業活

は，市場

さ，市場

メカニ

での競

競争法は，先進国の

先進国では競争法と

動に過度に介入する

ズムを円滑に機能さ

争を脅かす財閥の存

競争

は別

よう

法と

の法

な規

せる上で

在，政府

は異なる規制を有し

律で規制するもので

制であったりする。

，市場システムの整

の競争制限的な政策

て

あ

こ

いる。

ったり

れら諸

備の不十

や行為の

そ

，

国

分

存

在等の問

響を与え

このよう

のとして

安易に結

題

，

な

簡

論

をか

規制

先進

単に

づけ

握し，先

国の民主

進国と

的で健

かえているが，その

の形態や内容を先進

国の競争法にはみら

結論づけることは容

る姿勢をとらず，こ

よう

国の

れな

易な

れら

な状

競争

い規

こと

諸国

は異なる経済状況を

全な経済の発展をは

十分に検

かるため

況が，これら諸国の

法とは違ったものに

制を，競争法にはな

であろう。しかし，

の競争法の内容や運

競

し

じ

そ

用

争法に

ている

まない

のよう

実態を

討した上で，競争法

の法制度としてどう

がこれら

あるべき

影

。

も

に

把

諸

か

という観

競争法に

競争法に

まえた先

わが国に

点

つ

つ

進

お

から

いて

いて

国の

いて

丁寧に考察すること

の研究は，進んでい

，制度面および運用

観点のみに偏しない

，そうした研究が進

が重

ると

面か

研究

展す

要で

はい

ら十

の蓄

るこ

あろう。しかし，ア

えない。今後は，こ

分研究し，経済実態

積が求められている

とを期待したい。

ジ

れ

も

と

ア諸国

ら諸国

十分に

いえる

の

の

踏

。
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